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第 1 行政評価・監視の目的等 

1 目  的 

ため池は、農業用水を確保するために水を貯え取水できるよう、人工的に造成されたもので、防火

用水源や大雨時の洪水緩和等多面的な機能を有しており、平成 26 年 3 月現在、全国に約 20 万か所、

そのうち中国地方には約 4万 6,000か所（全国の約 23％）ある。 

  ため池の多くは、江戸時代以前に築造されたものである。また、近年、災害が激甚化し、集中豪雨

や大規模地震により多くのため池が被災しており、東日本大震災においては、ため池の決壊により農

地や家屋等に被害がもたらされ、人的被害も発生している。 

また、ため池の多くは、水利組合や集落等の農業者を主体とした組織により管理されており、近年、

農家戸数の減少や高齢化等による保全管理体制の脆弱化が懸念されている一方、ため池周辺では都市

化が進んでいるところもあり、転落等による水難事故も発生している。 

このような状況を踏まえ、農林水産省は、平成 25年度から 27年度にかけて、都道府県に対し、受

益面積 0.5ha 以上のため池（必要がある場合は、0.5ha未満を含む。）の現状を把握するための一斉点

検を実施するとともに、その結果に基づき、決壊した場合に下流域への影響が大きいため池（防災重

点ため池：全国で約 1万 1,000か所）については優先的に詳細調査を実施の上、施設の改修やハザー

ドマップの作成等の防災・減災対策を進めること、加えて、ため池の保全管理活動を継続的に実施で

きる体制の構築と、水難事故の未然防止のための安全管理の徹底を求めている。 

また、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」（平

成 25年法律第 95号）に基づく国土強靭化基本計画（平成 26年 6月 3日閣議決定）において、国は、

ため池の総点検とそれを踏まえた施設の耐震化等のハード対策・ソフト対策や管理体制の強化を実施

するとともに、地域コミュニティの防災・減災力の向上に取り組むこととしている。 

この行政評価・監視は、ため池周辺の住民等の安全確保に向けた管理の取組を推進する観点から、

ため池の防災・減災対策の実施状況、保全管理体制の整備状況等を調査し、関係行政の改善に資する

ため実施したものである。 

2 対象機関 

(1) 調査対象機関 中国四国農政局 

(2) 関連調査等対象機関  岡山県、広島県、山口県、市町村（注）、ため池管理者 

（注）調査対象とした市町村は、各県 4市（計 12市）。現地調査したため池は、各市 10か所（計 120か所）。 

120か所のうち、防災重点ため池は 57か所。 

3 担当局所 

  総務省中国四国管区行政評価局 

岡山行政評価事務所（現 岡山行政監視行政相談センター） 

山口行政評価事務所（現 山口行政監視行政相談センター） 

4 調査実施期間 

  平成 29年 7月～30年 3月 

ぜいじゃくか

きょうじんか
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第 2 ため池の管理等の概況 

説 明 図表番号 

ため池は、農業用水を確保するために水を貯え取水できるよう、人工的に造成された

もので、防火用水源や大雨時の洪水緩和等多面的な機能を有しており、平成 26年 3月現

在、全国に約 20万か所、そのうち中国地方には約 4万 6,000か所（全国の約 23％）ある

（注）。 

（注）調査対象の 3 県におけるため池の箇所数は、広島県が 19,609 か所で全国第 2 位、山口県が

9,995か所で全国第 5位、岡山県が 9,754か所で全国第 6位となっており、中国地方は全国でも

有数のため池の多い地域である。 

 ため池の多くは、江戸時代以前に築造されたものである。また、近年、災害が激甚化

し、大規模地震や豪雨等により多くのため池が被災しており、東日本大震災（平成 23年

3月）においては、ため池の決壊により農地や家屋等に被害がもたらされ、人的被害も発

生しており、平成 29 年 7月九州北部豪雨においても、ため池が決壊している。 

 中国地方においては、平成 24 年度から 28 年度までの 5 年間に、島根県、広島県及び

山口県の 3県において 10か所のため池が豪雨により決壊している。 

ため池の多くは、水利組合や集落等の農業者を主体とした組織により管理されており、

近年、農家戸数の減少や高齢化等による保全管理体制の脆弱化が懸念されている。 

一方、ため池周辺では都市化が進んでいるところもあり、中国地方では、ため池への転

落等による死亡事故が、平成 24 年度から 28 年度までの 5 年間に、島根県を除く 4 県で

14件（死亡者数 15人）発生している。 

このような状況を踏まえ、農林水産省は、平成 25 年度から 27 年度にかけて、都道府

県に対し、受益面積 0.5ha 以上のため池（必要がある場合は、0.5ha 未満を含む。）の現

状を把握するための一斉点検を実施するとともに、その結果に基づき、決壊した場合に

下流域への影響が大きいため池（防災重点ため池：全国で約 1 万 1,000 か所）について

は優先的に詳細調査を実施の上、施設の改修やハザードマップの作成等の防災・減災対

策を進めること、加えて、ため池の保全管理活動を継続的に実施できる体制の構築と、水

難事故の未然防止のための安全管理の徹底を求めている。 

また、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化

基本法」（平成 25 年法律第 95 号）に基づく国土強靭化基本計画（平成 26 年 6 月 3 日閣

議決定）において、国は、ため池の総点検とそれを踏まえた施設の耐震化等のハード対

策・ソフト対策や管理体制の強化を実施するとともに、地域コミュニティの防災・減災力

の向上に取り組むこととしている。 

図表 1 

図表 2 

図表 3 

図表 4 

図表 5 
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第 3 行政評価・監視結果 

1 防災・減災対策の推進 

(1) 防災対策

ア 防災重点ため池の選定

調査結果 図表番号

【制度の概要等】 

ため池の多くは江戸時代以前に築造されたものである。また、近年、災害が激甚化し、

大規模地震や豪雨等により多くのため池が被災し、東日本大震災においては、ため池の決

壊により農地や家屋等に被害がもたらされ、人的被害も発生しており、九州北部豪雨にお

いても、ため池が決壊している。このような状況の中、決壊した場合に下流域への影響の

大きいため池については、早急に整備を実施するほか、万一の際の被害を軽減するための

対策を講じることが急務とされている。 

このため農林水産省は、「農業用ため池の一斉点検の実施及びデータベースの作成につ

いて」（平成 25 年 3 月 29 日付け 24 農振第 2656 号農村振興局整備部防災課長通知。以下

「25 年度通知」という。）により、都道府県に対して、市町村と調整した上で、受益面積

0.5 ㏊以上のため池（必要がある場合は、0.5㏊未満を含む。）の現状を把握するための一

斉点検を実施するとともに、同省が示す「警戒ため池等の基準」に基づき、都道府県にお

ける「警戒すべきため池」（注）の定義を整理し、農林水産省に報告するよう求めている。 

（注）「警戒すべきため池」は、25 年度通知の別紙 1「警戒ため池等の運用」により、その基準として、

次のものが示されている。 

① 警戒ため池（（ⅰ）決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるおそ

れがあるものであって、ハード又はソフト対策を講じる必要があるもの、又は（ⅱ）堤高 15m以上

であるもの）

② 老朽ため池（老朽化等に対応して計画的な整備が必要なため池）

③ 重点整備ため池（警戒ため池及び老朽ため池のうち、ハード整備の優先度が高いもの）

④ 監視ため池（決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるおそれがあ

るものであって、ハード及びソフト対策を実施済みのもの）

この「警戒すべきため池」は、農林水産省の通知「農業用ため池の一斉点検結果を踏ま

えた今後の対応について」（平成 26 年 8 月 29 日付け 26 農振第 1228 号農村振興局整備部

防災課長通知。以下「26 年度通知」という。）において「防災重点ため池」とされ、同省

の通知「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 27 年 9 月 3

日付け 27 農振第 1295 号農村振興局整備部防災課長通知。以下「27 年度通知」という。）

の別紙 1「ため池データベース構築要領（未定稿)」(平成 27年 8月農林水産省農村振興局

整備部防災課)及び別紙 2「ため池整備方針作成要領」の中で、次のとおり規定されている。 

○ 防災重点ため池：「下流に人家や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与え

るおそれがあるため池」又は「堤高 10m以上若しくは貯水量 10万㎥以上のため池」 

この防災重点ため池の定義については、農林水産省の事務連絡「農業用ため池の一斉点

検結果を踏まえた今後の対応についての補足事項」(平成 28 年 1 月 28 日付け事務連絡、

農村振興局整備部防災課課長補佐(防災班))の「2.防災重点ため池の考え方の取扱」におい

て「本通知（27年度通知）の別紙 1及び別紙 2に記載した防災重点ため池の考え方は、国

図表 6 

 

図表 7 
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における考え方であるため、都道府県におけるため池データベースの更新及びため池整備

方針の作成における『防災重点ため池』の取扱については、都道府県において既に設定し

ている『防災重点ため池』を対象とする。」としている。 

都道府県がどのようなため池を防災重点ため池と定義付けるかについて、中国四国農政

局は、「下流に住宅や公共施設等があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれのある

ため池を基本としつつ、具体的なため池の規模等については、各都道府県が定めることに

なっている。」としている。 

 

また、防災重点ため池については、25 年度通知、26 年度通知、27 年度通知及び農林水

産省の通知「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 28 年 9

月 12 日付け 28 農振第 1219 号農村振興局整備部防災課長通知。以下「28 年度通知」とい

う。）により、以下の防災・減災対策を重点的に進めることとされている。 

① 地方公共団体において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく地域防災

計画及び水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づく水防計画に位置付けるように努め

るとともに、地域住民等関係者に対し、必要な情報の提供を図ること。 

② 詳細な調査の優先度が高いと判定されたため池を優先して詳細調査等を進め、平成 32

年度までに全ての「防災重点ため池」において必要な調査を完了するよう努めること。 

③ 詳細調査等により対策工事が必要であるとの結果となった場合には、速やかな対策工

事の実施に努めるとともに、工事実施までの対応として、下記（④、⑤）のソフト対策

の実施について特に優先して取り組むこと。また、詳細調査等の結果に応じて、必要な

情報については、ため池管理者（以下「施設管理者」という。）や地域住民等への提供を

図ること。 

④ 地方公共団体は、全ての防災重点ため池において、平成 32 年度までにハザードマッ

プを作成し、地域住民への配布や地方公共団体のホームページへの掲載などにより関係

者に周知すること。また、作成したハザードマップは、防災訓練や災害学習などへの活

用を図ること。 

⑤ 地方公共団体は、ハザードマップの作成・公表に加え、必要に応じて、監視・管理体

制の強化（災害を未然に防止するための事前の水位低下、県・市町村・施設管理者・地

域住民の間の情報連絡体制の構築、出水期等における点検項目・頻度の見直しやその強

化など）等、必要な措置を講じるよう努めること。 

 

なお、農林水産省は、平成 29 年の梅雨前線及び台風 3 号の豪雨により、全国で多くの

ため池が決壊し、防災重点ため池に選定されていないため池においても、下流域の住宅等

への被害が確認されたことを踏まえ、「今般の豪雨によるため池の被災を踏まえた対応に

ついて」（平成 29 年 9 月 22 日付け 29 農振第 1265 号農村振興局整備部防災課長通知）に

より、「今般の豪雨によるため池の被災状況を踏まえ、施設が決壊した場合に下流の住宅等

に影響を与えるおそれのあるため池を再度確認の上、新たに『防災重点ため池』に位置付

けるなど、適切に対応すること。」を都道府県に周知している。 

 

【調査結果】 
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(ア) 県における防災重点ため池の定義

調査対象とした岡山県、広島県及び山口県（以下「調査対象 3県」という。）におけ

る防災重点ため池の定義及び防災重点ため池の箇所数（平成 29年 4月 1日現在）は、

次表のとおりである。 

表 調査対象 3県の防災重点ため池の定義と数 

（注）当局の調査結果に基づき作成した。 

(イ) 防災重点ため池の選定状況

防災重点ため池の選定は、施設が決壊した場合に下流域の人家や公共施設等に影響

を与えるおそれがあるため池の防災・減災対策を重点的に行うことを目的に行われる

ものであり、これに伴って、防災重点ため池の地域防災計画等への位置付けやハザー

ドマップの作成、監視・管理体制の強化などが求められるものであることから、その

選定は、農林水産省の通知に基づいて適切に行われる必要がある。 

  しかし、調査対象 3県における防災重点ため池の選定状況を調査したところ、次の

ような状況がみられた。 

① 山口県では、防災重点ため池を、ⅰ）老朽化したため池で、ため池が決壊した場

合、下流に人家 1戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがある「危険

ため池」（注）と、ⅱ）堤高 15ｍ以上のため池としており、現在 140 か所が防災重

点ため池とされている。 

（注）山口県は、山口県地域防災計画において、「危険ため池」の設定の基準を、「老朽化したた

め池であって、早期に補強等を必要とするもので、ため池が決壊した場合、人家 1 戸以上又

は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがあるもの。」としている。 

しかし、上記のうち、危険ため池を防災重点ため池とする取扱いについて、山口

県では、次のような状況となっている。 

ⅰ）山口県では、危険ため池の改修等を順次実施しており、改修が終了したため池

は危険ため池から削除し、新たに改修等を検討する必要のあるため池を危険ため

池として追加することにより、毎年度、危険ため池の見直しを行っている。 

ⅱ）しかし、山口県は、平成 27年度時点の危険ため池を防災重点ため池として選定

しているが、平成 28 年度以降の同ため池数の見直しを行っていない。 

 

図表 12 

県名 防災重点ため池の定義 
防災重点

ため池数 

岡山県 次のいずれかに該当するため池 

① 堤高 15ｍ以上または貯水量 10万㎥以上で、下流 1km以内に人家等

が存在するため池 

② その他、防災重点ため池とする必要の認められるため池

229か所 

広島県 破堤時に人家及び公共施設に被害が想定される総貯水量 1,000 ㎥以

上の農業用ため池 

503か所 

山口県 以下のいずれかに該当するため池 

① 老朽化したため池で、ため池が決壊した場合、下流に人家 1戸以上

又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがある「危険ため池」。

② 堤高 15ｍ以上のため池。

140か所 
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ⅲ）その結果、山口県においては、平成 28年度以降の危険ため池の見直しにより、

28年度 25か所、29 年度 10 か所の計 35か所のため池を新たに危険ため池に指定

しているが、これらの危険ため池については、防災重点ため池の選定に反映して

いない。また、調査対象 2市（山口市及び長門市）において、平成 27年度に選定

した防災重点ため池（各１か所）について、当該年度に農業用ため池としての機

能を廃止したにもかかわらず、これらを現在も防災重点ため池としている。 

② 広島県は、広島県地域防災計画（平成 28年 5月修正）の附属資料の「4 重要た

め池（農業用）の状況」において「破堤時に人家及び公共施設に被害が想定される

総貯水量 1,000㎥以上の農業用ため池」の中から各市町と協議を行った上で「重要

ため池」として選定しており、県は、これを防災重点ため池としている。 

しかし、広島県内の調査対象 4市（呉市、尾道市、福山市及び東広島市）におい

て重要ため池の選定状況を調査したところ、次のような状況がみられた。 

ⅰ) 調査対象 4市は、いずれも「市内には重要ため池の定義（破堤時に人家等に被

害が想定される総貯水量 1,000㎥以上の農業用ため池）に該当するため池がほか

にも多数あったが、選定の経緯や個別事情等に関する資料が残っておらず、選定

理由の説明ができない。」としており、そのため、重要ため池の選定基準に合致し

ているものの、重要ため池に選定されていないものがある理由についても、回答

できないとのことであった。 

ⅱ) 一斉点検結果に基づき作成されたため池データベースによると、調査対象 4市

の重要ため池以外のため池の中には、重要ため池よりも被害想定(戸数、人口)、

貯水量等、決壊した場合の下流域への影響度が大きいとみられるため池が多数含

まれており、これらが重要ため池に選定されていない現状について、2 市（福山

市及び東広島市）では重要ため池の選定の見直しが必要であるとしている。 

  ⅲ）広島県の重要ため池の選定の考え方を踏まえると、一部埋立てにより貯水量が

1,000 ㎥未満となり、本来、重要ため池から削除すべきため池 2 か所（尾道市）

が、重要ため池に含まれたままとなっている。 

 上記のように、広島県における重要ため池の選定が、同県の重要ため池の選定の

考え方に合致したものとなっていない理由について、広島県及び調査対象 4市から

重要ため池の選定経緯を含め聴取したところ、広島県では、平成 15年 12月 1日現

在で、市町が合併前の旧市町村から引き継いだ重要ため池を基に 505か所を重要た

め池として選定し、その後も、505 か所を基準として、市町から協議があったもの

に対して見直しを行ってきたが、重要ため池に位置付けるかどうかの確認が十分に

行われていなかったものとみられる。（平成 29年 4月 1日現在の防災重点ため池は

503 か所）。 

③ 岡山県内の調査対象 4市（岡山市、倉敷市、津山市及び備前市）のうち、倉敷市

では、貯水量 10 万㎥以上で下流 1km 以内に人家等が存在する 2 か所の防災重点た

め池について、岡山県への報告期限までに報告できず、その結果、同県でこれらを

防災重点ため池に選定していない例がみられた。また、同様の理由で、倉敷市が防

図表 13 

図表 14 

図表 15 

図表 16 

図表 17 

図表 18 
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災重点ため池から削除したため池 2か所が、岡山県で防災重点ため池とされている

例がみられた。 

 

【所見】 

 中国四国農政局は、防災重点ため池の選定が適切に行われるよう、管内の地方公共団体

に対し、防災重点ため池の選定の目的や考え方等を改めて周知する必要がある。 
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イ 詳細調査結果に基づく対策工事の推進 

調査結果 図表番号 
【制度の概要等】 

 農林水産省は、平成 28 年度通知により、地方公共団体に対して、①詳細調査（注）等に

より対策工事の実施が必要な場合は、速やかな対策工事の実施に努めること、②工事実施ま

での対応としては、低水管理（監視・管理体制の強化として災害を未然防止するための事前

の水位低下をいう。以下同じ。）等の必要な措置を講じるよう努めることを通知している。 

（注）28 年度通知によると、詳細調査は、一斉点検の結果により詳細調査の優先度が高いと判定された防

災重点ため池から優先して調査を行い、平成 32年度までに必要な調査を完了するよう努めることとさ

れている。 

詳細調査には、次のとおり、地震に関する詳細調査と豪雨に関する詳細調査の 2種類がある。 

・ 地震に関する詳細調査（耐震調査） 

地震発生時にため池が保持すべき耐震性能が確保されているかを、現地調査、地質調査、土 

質試験、耐震計算等を行い判定するもの 

    ・ 豪雨に関する詳細調査 

豪雨時にため池が所定の流量を流下させることができる構造となっているか、堤高の高さが

所定の余裕高を持っているか、堤体等からの漏水がないか、堤体等の亀裂や断面変形がないか

などを、現地調査、流量計算等を行い判定するもの 

 

【調査結果】 

 調査対象 3 県における防災重点ため池の詳細調査結果に基づく対策工事の実施状況等を

調査した結果、次のとおり、「対策工事を実施する」との方針の割合は、広島県 18.7%、岡山

県 38.0％、山口県 77.9%と大きな差がみられた。 

① 広島県が平成 25 年度から 27 年度に防災重点ため池 122 か所に対して実施した地震に

関する詳細調査の結果、「健全度がやや低い」又は「健全度が低い」と判定された防災重

点ため池 91か所に対する対応方針をみると、「対策工事を実施する」との方針のものは 17

か所（18.7％）となっている（対策工事を行わず低水管理等のソフト対策で対応するとし

ているものは 74 か所（81.3％））。 

  なお、広島県では、豪雨に関する詳細調査は平成 29年 10月から着手しており、今後、

この調査結果を踏まえて、対策の対応方針を決定する予定としている。 

② 岡山県が平成 25 年度から 28 年度に防災重点ため池 58 か所に対して実施した地震に関

する詳細調査の結果、「健全度がやや低い」又は「健全度が低い」と判定された防災重点

ため池 50 か所に対する対応方針をみると、岡山県の「対策工事を実施する」との方針の

ものは 19 か所（38.0％）となっている（対策工事を行わず低水管理等のソフト対策で対

応するとしているものは 31か所（62.0％））。 

なお、岡山県では、豪雨に関する詳細調査の優先度が高いと判定されたものはなかった。 

③ 山口県では、防災重点ため池 140 か所のうち、107か所を老朽化して早期に補強等を必

要とする「危険ため池」と位置付けており、これらは対策工事を実施する方針である。ま

た、残る 33か所のうち、21か所は豪雨又は地震に関する詳細調査が実施済みであり、こ

のうち 2 か所は対策工事が予定されていることから、「対策工事を実施する」との方針の

ものは計 109か所（77.9％）となっている。 

 

 なお、上記のうち、広島県における詳細調査結果を踏まえた対応方針の決定方法は、広島
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県と関係市町が水利組合等の施設管理者等に対して詳細調査の結果を説明し、協議が行われ

た上で、最終的には水利組合等の施設管理者により対策工事実施の有無等の方針が判断され

ている。これに関して、広島県内の調査対象 4 市において、詳細調査の結果、「健全度がや

や低い」又は「健全度が低い」と判定された防災重点ため池 48 か所のうち、対策工事を実

施せず低水管理等のソフト対策を行う方針としたため池 39 か所について、施設管理者がソ

フト対策を選択した理由を調査したところ、「工事の期間中、休耕しなければならないため」

とするものが 19 か所（47.5％）、「対策工事費の受益者等の負担があるため」とするものが

11か所（27.5％）のほか、「過去にため池に大きな被害が生じたことが無く、耐震工事の必

要性に乏しいため」とするものも 7か所（17.5％）となっている。 

防災重点ため池が、決壊した場合に下流域の人家等に影響を与えるおそれのあるため池で

あることに鑑みると、詳細調査により対策工事の実施が必要な場合は、速やかな対策工事の

実施に努めることが求められる。 

【所見】 

 中国四国農政局は、詳細調査の結果、耐震不足が確認又は豪雨対策が必要と判定された防

災重点ため池について、速やかな対策工事の実施に努めるとともに、工事実施までの対応と

してソフト対策の実施について特に優先して取り組むよう、管内の地方公共団体に対して改

めて周知する必要がある。 

図表 21 
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(2) 減災対策 

ア 防災重点ため池におけるハザードマップの作成・公表の推進 

調査結果 図表番号 
【制度の概要等】 

全国の多くのため池では老朽化が進行しており、近年、局地的な豪雨や大規模地震の発

生などにより、ため池の被害が各地で発生している。このような状況の中、ため池の周辺

では都市化が進んでいるところがある一方、農家の減少や農業者の高齢化が進んでいると

ころも多く、これらの地域において大雨等によりため池が決壊するおそれがある場合、又

は決壊した場合におけるため池周辺の住民等の適切な避難活動は重要な課題となってい

る。 

そのため、ため池が決壊した場合などに、ため池周辺の住民等が迅速かつ安全に避難す

るための資料として、ハザードマップの作成と地域住民への周知が求められている。 

農林水産省は、26 年度通知において、地方公共団体は、特に下流に人家や公共施設等が

あり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれがある防災重点ため池についてハザード

マップを作成することとし、27年度通知では、作成したハザードマップを地域住民への配

布や地方公共団体のホームページへ掲載することなどにより関係者に周知すること及び

防災訓練や災害学習などで活用することを地方公共団体に求めている。 

また、28 年度通知では、地方公共団体に対して、平成 32 年度までに全ての防災重点た

め池についてハザードマップを作成することとしている。 

 
【調査結果】 
（ア）防災重点ため池に係るハザードマップの作成状況 

調査対象 3県の防災重点ため池について、ハザードマップの作成状況（平成 29年 3

月末時点）を調査したところ、山口県では防災重点ため池 140か所のうち 87.1％に当

たる 122か所についてハザードマップを作成しているが、岡山県では防災重点ため池

229 か所のうち 34.9％に当たる 80 か所の作成にとどまっており、広島県においては

防災重点ため池 503か所のうちハザードマップが作成されているものはなかった。 

調査対象 3県におけるため池ハザードマップ作成の取組状況は、次のとおりである。 

ⅰ）山口県は、平成 21年 7月の中国・九州北部豪雨災害を契機として、22年度に「山

口県ため池ハザードマップ作成マニュアル（案）」を作成し、県単独事業である「危

険ため池等ハザードマップ緊急整備支援事業」により、ハザードマップの作成を開

始している。 

また、平成 25年度からは、ハザードマップ作成の基礎となる氾濫区域図（浸水想

定区域図）を作成し市町に提供しており、一部の市町では、この氾濫区域図を基に

ハザードマップの作成が行われている。 

ⅱ）岡山県は、平成 25年度から、ハザードマップの作成に取り組んでいる。 
岡山県では、市町村がハザードマップを作成するに当たって農村地域防災減災事

業（国庫補助事業）を活用しており、同事業実施要領に「ハザードマップ作成に当

たっては、ワークショップを開催する等により関係住民等との意見交換を行うよう

努めること」とされていることを踏まえ、地域住民の防災意識を高める観点からワ
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ークショップを開催するよう市町村を指導しており、ワークショップを開催して作

成されたものに限りハザードマップと認めていることから、ハザードマップの作成

率は 34.9％にとどまっている。

ⅲ）一方、広島県は、平成 26年度から、県民の防災意識を高めることを目的に、詳細

調査（耐震調査）を実施した防災重点ため池の浸水想定区域図を県のホームページ

に掲載するとともに、市町において避難場所等を定めるハザードマップの作成に活

用してもらうため、同図を関係市町に提供してハザードマップの作成を要請してい

る。 

その後、広島県は、国土強靱化アクションプラン 2016（平成 28年 5月 24日 国

土強靱化推進本部）及び 28年度通知において、平成 32年度までに全ての防災重点

ため池に係るハザードマップを作成するとされたことから、28 年 11 月には県内市

町にハザードマップ作成に係る文書を発出、29年 1月には担当者会議を開催、同年

7 月から 8 月にかけて市町に対してため池ハザードマップ作成のための個別ヒアリ

ングを行うなど、市町に対してハザードマップの作成支援を行っている。

また、平成 29年度には、全ての防災重点ため池について、浸水想定区域図に避難

場所を記載した「ハザードマップ基礎図」を作成して市町に順次提供し、市町にお

けるハザードマップの作成を促進している。

このように、広島県では、特に平成 28 年度以降積極的に市町に対して防災重点

ため池に係るハザードマップの作成を働きかけているが、現在までハザードマップ

が作成されたものはない。

これについて、調査対象 4 市では、「県の動向や他の市町の作成状況を見ながら

作成を検討していた」（尾道市、福山市及び東広島市）、「県から送付される防災重点

ため池のハザードマップ基礎図が全て揃ってから作成する予定としていた」（呉市）

と述べている。 

なお、広島県は、2市町において、平成 29年度中にハザードマップの作成が完了

する予定であるとしている。 

（イ）防災重点ため池に係るハザードマップの周知状況

農林水産省が作成している「ため池ハザードマップの作成の手引き」（平成 25 年 5

月 農林水産省農村振興局防災課）によると、ハザードマップの周知方法は、印刷物

の配布のほか、防災掲示板、ホームページなどが考えられ、それぞれの媒体の特性と

対象者を踏まえ、それぞれの方法を採用することが重要であるとされている。 

ハザードマップを作成している岡山県及び山口県において、ハザードマップの周知

方法を調査したところ、次のような状況がみられた。 

ⅰ）岡山県は、ハザードマップの周知方法について、①ホームページへの掲載、②浸

水被害が想定される地域の掲示板への掲示、③浸水被害が想定される地域の住民へ

の印刷物の戸別配布等のいずれか一つ以上を必須とするよう、市町村に対して指導

している。 

岡山県の調査対象 4市のうち、平成 29年 10月現在でハザードマップを作成し、

公表している 3市（岡山市、倉敷市及び津山市）におけるハザードマップの周知方

図表 25 

図表 26 

図表 27 

図表 28 

図表 29 

そろ
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法は、次のとおりである。 

（岡山市）施設管理者に配布・説明、各戸回覧、掲示板への掲示 

（倉敷市）施設管理者に配布・説明、各戸回覧、住民への配布(地元から要望があ

る場合)、掲示板への掲示 

（津山市）施設管理者に配布・説明、住民への配布、掲示板への掲示 

ⅱ）一方、山口県では、ハザードマップの周知方法を市町に委ねている。山口県の調

査対象 4 市におけるハザードマップの周知方法は次のとおりであり、2 市（下関市

及び山口市）においては、施設管理者への配布・説明が行われるのみとなっている。 

（下関市）施設管理者に配布・説明 

（山口市）施設管理者に配布・説明 

（長門市）施設管理者に配布・説明、各戸回覧、掲示板への掲示、ホームページ

への掲載 

（美祢市）施設管理者に配布・説明、住民への配布 

上記（ア）のように、調査対象の 3 県及び 12 市では、28 年度通知等で要請されている

とおり、平成 32 年度までに全ての防災重点ため池についてハザードマップを作成すべく

取り組んでいる。 

しかしながら、調査した 3県の取組状況をみると、農林水産省がその作成を要請した 26

年度通知以前から積極的に取り組み、現在までに 87.1％の作成率となっている県がある一

方、未だ一つもハザードマップが作成されていない県があるなど、その取組による結果に

は大きな差が生じている。 

また、上記（イ）のように、ハザードマップを作成している県においても、その周知に

ついて、住民への配布を始めとする複数の方法で地域住民にハザードマップを周知してい

る地方公共団体がある一方、施設管理者に配布・説明のみとしている地方公共団体がある

など、周知の度合いにも地方公共団体に差がみられる。

改めて言うまでもなく、ハザードマップは、地方公共団体及び地域住民等の関係者が日

頃から災害発生に関する情報を共有し、また、このことにより、地域住民の防災・減災意

識を醸成するものであり、災害発生が予想される事態や災害発生時には関係者が被害想定

を的確に認識し、その上で迅速な避難を可能とするものであることから、その作成及び周

知は極めて重要である。

【所見】 

中国四国農政局は、県及び市町村におけるハザードマップ作成の取組について、現在の

進捗状況及びその重要性を踏まえ、防災重点ため池に係るハザードマップが、28年度通知

により求められた期限までに確実に作成されるよう、管内の地方公共団体に対して、改め

て要請する必要がある。 

また、中国四国農政局は、防災重点ため池に係るハザードマップの地域住民への周知に

ついて、農林水産省が作成している「ため池ハザードマップの作成の手引き」を参考に、

適切に周知が行われるよう、県を通じて市町村に対して要請する必要がある。 
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イ 防災重点ため池の地域防災計画等への位置付け

調査結果 図表番号

【制度の概要等】 

農林水産省は、28 年度通知により、地方公共団体において、防災重点ため池を災害対策

基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づく地域防災計画及び水防法（昭和 24年法律第 193

号）に基づく水防計画に位置付けるよう努めるとともに、地域住民等関係者に対し、必要

な情報の提供を図るよう通知している（25 年度通知、26年度通知及び 27度通知において

も、同趣旨の記載がある。）。 

 中国四国農政局では、防災重点ため池を地域防災計画及び水防計画に位置付ける趣旨に

ついて、次のとおり説明している。 

① 防災基本計画により「地方公共団体は、地震による破損等で決壊した場合に大きな被

害をもたらすおそれのあるため池について、ハザードマップの作成等により、適切な情

報提供を図るものとする。」（注）とされていることから、地方公共団体に対して、防災

重点ため池を地域防災計画へ位置付けることを要請している。また、防災重点ため池を

地域防災計画に位置付けることで、地方公共団体が防災基本計画で求められているハザ

ードマップの作成等を自主的に行うことが促進される。 

（注）防災基本計画は、災害対策基本法第 34 条第１項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、

政府の防災対策に関する基本的な計画であり、当該規定は、同計画の第 3編第 1章第 2節に規定

されている。 

② 水防計画は、水防法に基づき、「洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、

防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的」とし

て策定されるものであり、同計画に基づき、防災重点ため池の洪水時の防災体制を整備

することが望ましいことから、同計画への位置付けを要請しているものである。また、

防災重点ため池を水防計画に位置付けることで、当該地方公共団体の水防活動の対象と

なり、大雨等による災害発生時の対応がスムーズになる。 

【調査結果】 

 調査対象とした 3 県及び 12 市において、防災重点ため池が、地域防災計画及び水防計

画にどのように位置付けられているかを調査した結果、次のような状況がみられた。 

① 水防計画に位置付けられていないもの

2県（岡山県、広島県）、5市（岡山市、津山市、備前市、尾道市、福山市）

② 地域防災計画に位置付けられているものの、一部しか掲載されていないもの

1県（岡山県）、3市（津山市、尾道市、福山市）

③ 地域防災計画及び同計画に規定している水防計画に位置付けられているものの、一部

しか掲載されていないもの 

1県（山口県）、5 市（呉市、下関市、山口市、長門市、美祢市）

 さらに、防災重点ため池を水防計画に位置付けていない地方公共団体の中には、「河川や

海岸については、洪水や津波、高潮による災害が各地で発生しており、水防計画に位置付

ける必要性は分かるが、ため池については、これまで決壊や溢水による災害はほとんど発

生していない」としているところが複数みられた。

図表 10 

図表 30

いっすい
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【所見】 

 中国四国農政局は、管内の地方公共団体に対し、防災重点ため池を地域防災計画及び水

防計画に位置付けることの必要性を十分説明し、地方公共団体において防災重点ため池を

地域防災計画及び水防計画に位置付けるなど、防災・減災に係る取組の推進に努められる

よう、改めて要請する必要がある。
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ウ 地震発生時の緊急点検ため池の選定

調査結果 図表番号 

【制度の概要等】 

農林水産省は、地震により被災したため池の被害の拡大を防止するとともに、余震及び

降雨等による二次災害の発生を防止するため、地震発生後の農業用ため池の緊急点検に当

たって遵守すべき事項を示した「地震後の農業用ため池緊急点検要領(案)」（平成 9年 3月

25 日農林水産省構造改善局整備部防災課長制定。以下「緊急点検要領」という。）を定め

ている。 

緊急点検要領によると、①地震防災対策特別措置法（平成 7年法律第 111号）第 2条に

掲げる地震防災緊急事業五箇年計画に定められているため池及び堤高が 10ｍ以上又は貯

水量が 10 万㎥以上若しくは決壊した場合人的被害を及ぼすおそれがあるため池（防災重

点ため池）等を対象ため池とし、一定規模（震度 4又は 5弱）以上の地震が発生した場合

に、施設管理者又は市町村は緊急点検を行うこと、②都道府県は、緊急点検の結果につい

て、被害の有無に関わらず地方農政局長等に報告するとともに、全ての対象ため池の点検

結果を把握しておくこととされている。 

【調査結果】 

調査対象 3県では地震発生時に緊急点検を実施するため池（以下「点検対象ため池」と

いう。）を選定（注）し、点検対象ため池の一覧表を作成している。同一覧表によると、平

成 29 年 4 月 1 日現在、点検対象ため池の箇所数は、岡山県 781 か所、広島県 707 か所、

山口県 458か所である（緊急点検要領の適用外である農業用ダムを除く。）。 

（注）広島県の例（広島県作成の「ため池点検マニュアル」に基づく。） 

震 度 4 以上：堤高 15ｍ以上又は貯水量 10万㎥以上のため池 

震度 5弱以上：次のいずれかに該当するため池 

① 堤高 10ｍ以上又は貯水量 10万㎥以上のため池

② 県地域防災計画に定められている重要ため池（＝防災重点ため池）

本調査において、調査対象 12 市で地震発生時に緊急点検の対象とされているため池を

把握し、これを調査対象 3県が作成している点検対象ため池の一覧表及びため池データベ

ースと照らし合わせたところ、次のとおり、調査対象 3県のうち、6市 55か所（岡山県 5

か所、広島県 46 か所、山口県 4 か所）のため池が緊急点検要領に記載の要件に合致する

にもかかわらず、緊急点検の対象とされていなかった。 

① 岡山県：5か所（岡山市 5か所）

（経緯）岡山市では、平成 26 年に改修工事を完了した 5 か所の防災重点ため池につい

て、改修工事が完了すれば点検対象ため池から除外されるものと誤解し、同市の

点検対象ため池から除外した。 

なお、岡山県では、毎年「地震時の点検対象ダム・ため池一覧表」を市町村に

配布しており、同一覧表には上記 5 か所の防災重点ため池が掲載されていたが、

岡山市において確認を十分行わなかった。 

② 広島県：46か所（呉市 1か所、尾道市 6か所、福山市 31か所、東広島市 8か所）

（経緯）46か所のうち、10か所（尾道市 3か所、福山市 1か所、東広島市 6か所）は、

図表 31 

図表 32 

図表 33 

図表 34 
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3 市が防災重点ため池に選定したものの、点検対象ため池の一覧表に掲載してお

らず、一方、広島県では、毎年 4月 1日現在で更新している「地震時緊急点検対

象ため池一覧」に、3 市からの防災重点ため池の選定を基に掲載したにもかかわ

らず、これを平成 24年度以降、市町に提供していなかったことから、3市では点

検対象ため池と認識せず、対象としていなかった。 

36 か所（呉市 1 か所、尾道市 3 か所、福山市 30 か所、東広島市 2 か所）は、

いずれも堤高が 10ｍ以上又は貯水量が 10 万㎥以上のため池であり、ため池デー

タベースには掲載されていたが、広島県における上記の「地震時緊急点検対象た

め池一覧」に掲載されていなかったことから、県も市も点検対象ため池と認識し

ていなかった。 

③ 山口県：4か所（下関市 4か所） 

（経緯）合併前の旧菊川町において、点検対象ため池を「堤高が 10ｍ以上又は貯水量が

10 万㎥以上のため池で、想定被害戸数が 10 戸以上あるため池を選定する」と、

緊急点検要領では求められていない想定被害戸数の条件を付したものとしてい

た。下関市では、想定被害戸数も選定条件に加えたため池をそのまま踏襲したこ

とから、緊急点検要領に記載の要件に合致しているものの、点検対象ため池とさ

れないため池が発生することとなった。 

なお、山口県では、上記 4か所のため池はいずれも堤高 10ｍ以上としてため池

データベースに掲載しており、また、同県では、点検対象ため池の一覧表「『地方

公共団体等造成施設』ダム・ため池の地震時点検対象施設（一覧表）」を毎年 3月

頃に市町に送付して変更があれば報告させているが、この一覧表に掲載されてい

ないことを県も市も認識しておらず、点検対象ため池としていなかった。 

 

以上のように、調査対象 3県において、地震発生時に緊急点検を実施するため池の選定

が適切に行われていない状況がみられた。 

 

【所見】 

中国四国農政局は、管内の地方公共団体に対し、次の対応を徹底するよう改めて要請す

る必要がある。 

① 県及び市町村は、緊急点検要領に定める点検対象ため池の要件を十分確認の上、地震

発生時に緊急点検を実施するため池の選定を行うこと。 

② 県及び市町村は、ため池データベースを活用するなどして、相互に情報を共有し、地

震発生時に緊急点検を実施するため池を漏れなく選定すること。 
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2 保全管理体制の整備・強化 

調査結果 図表番号 
(1) 保全管理体制の整備の取組状況 

【制度の概要等】 

ため池の多くは、水利組合や集落等の農業者を主体とした組織により管理されてお

り、近年、農家戸数の減少や農業者の高齢化等により、ため池の保全管理体制の脆弱化

が懸念されている。 

このため、農林水産省は、ため池の保全管理の活動を継続的に行うためには、関係機

関が責任と役割分担を明確にしつつ、地域住民や他の組織が参画できる保全管理体制

を構築することが重要であるとして、「ため池の保全管理体制の整備及び強化につい

て」（平成 26 年 8 月 29 日付け 26 農振第 1229 号。以下「保全管理通知」という。）に

より、都道府県及び関係市町村等に対して、ため池の保全管理体制の整備及び強化に

係る取組を推進するよう要請している。 

また、保全管理通知には、農林水産省におけるため池の保全管理等に関する基本的

な考え方を取りまとめた「ため池保全管理指針（案）」（以下「保全管理指針」という。）

と、この指針に基づく取組を推進するための参考資料として作成した「ため池の保全

管理体制整備の手引き」（平成 25 年 6月 農林水産省農林振興局防災課。以下「体制整

備の手引き」という。）が示されており、体制整備の手引きにおいて、ため池を利用す

る従来の管理組織に加えて、行政機関や地域住民などが参画する保全管理組織の構築

と、これらに対する都道府県及び市町村のサポートが重要であるとされている。 

さらに、農林水産省は、ため池の日常管理における点検等のポイント、大雨や地震時

の非常時における対応のポイント等をまとめた、施設管理者向けの「ため池管理マニ

ュアル」（平成 25 年 5月 農林水産省農林振興局防災課。27 年 10月に改定。）を作成

し、地方公共団体におけるマニュアルの作成や施設管理者が行う管理活動の参考資料

として、都道府県を通じて市町村や施設管理者に配布している。 

保全管理通知において、都道府県及び市町村に対して要請している取組は、次のと

おりである。 

① 都道府県は、保全管理指針を参考に、ため池の保全管理に関する基本的な方針を

記載した「ため池保全管理方針」の策定に努めること。 

② 市町村は、ため池保全管理方針と連携して、ため池の保全管理を実施していくた

めの方針を記載した「ため池保全構想」を策定するなど、計画的なため池の保全管理

の取組に努めること。 

③ 保全管理に関する責務や役割を明確にするため、行政や施設管理者等の関係者間

での話し合いの下、保全管理に資するための規約や規程を定めるよう努めること。 

④ 都道府県は、市町村及び施設管理者が行う保全管理の体制整備や活動を支援する

ため、国が策定した「ため池管理マニュアル」を活用し、地域特性を踏まえたため池

の保全管理に関する手引きを作成・活用し、地域の適切な管理及び管理能力が向上

する取組を推進すること。 

⑤ 市町村や施設管理者を技術的及び人的に支援するため、ため池に関する専門知識

を有する技術者を育成し、現場からの要望・ニーズに応じて技術支援できる体制を

 

 

 

 

 

 

 

図表 35 

 

 

 

 

図表 36 

図表 37 
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整備するよう努めること。 

⑥ 保全管理体制の強化に当たって、都道府県、市町村、土地改良事業連合会等で構成

される取組を推進する「ため池保全協議会」を設け、ため池関係者が連携・協力して

体制整備を推進していく環境づくりに努めること。 

 

【調査結果】 

ア 調査対象県・市における取組の実施状況 

調査対象 3県及び 12市における保全管理通知に基づく保全管理体制の整備等に係

る取組の実施状況を調査したところ、次のような状況がみられた。 

ⅰ）ため池保全管理方針（上記 2(1)① 以下「保全管理方針」という。）については、

調査対象 3 県のいずれにおいても策定しておらず、その理由を、次のとおり説明

している。 

岡山県は、「策定の必要性は理解しているものの、ため池の老朽化対策や耐震対

策を優先的に実施していることから策定に至っていない。また、保全管理指針で

示されている都道府県の取組事項については、各県民局に配置された技術者によ

る市町村や施設管理者への技術支援等、既に取り組んでいるものがあり、未策定

による支障は生じておらず、市町村から策定についての意見、要望もない。」とし

ている。 

広島県は、「将来的には、保全管理体制の整備、強化は必要であり、そのために

は方針を作成する必要はあると考えるが、当面はため池の防災対策を優先して取

り組んでいる。県内のため池は山間部に多く、山間部の住民にとって、ため池は農

業者のためのものとの意識が強く、農業者以外の住民が保全管理活動に参画する

メリットが感じにくいことなどから、体制整備の手引きに記載されている保全管

理組織の考え方に即した地域住民等との連携の推進は難しい状況にある。」として

いる。 

山口県は、「重要なことは、各施設管理者に適切な管理意識を持ってもらうこと

であり、そのためには、保全管理指針のような基本的なことを包括した内容の文

書を策定するよりも、県が施設管理者等と共同で行う「危険ため池に係る防災点

検」（危険ため池点検パトロール）（注）の機会などを通じて、実地にため池の管理

について技術的な助言を行う方が、適切な管理意識の醸成を図ることに資すると

考えている。」としている。 

（注）山口県は、防災重点ため池のうち、危険ため池について、毎年 5 月頃に、施設管理者の

立会いのもと、市町担当者、山口県土地改良事業団体連合会及び災害ボランティアととも

に、危険ため池の防災点検（危険ため池点検パトロール）を実施している。 

 

ⅱ）ため池保全構想（上記 2(1)②  以下「保全構想」という。）については、調査対

象 12市いずれにおいても策定されておらず、その理由は、次のとおりである。 

① 保全構想の基となる県の保全管理方針が策定されていないため 

7市（岡山市、津山市、備前市、呉市、尾道市、福山市、東広島市） 

② 県から策定の指示がなかったため 

4市（呉市、尾道市、福山市、東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 38 
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③ 防災対策を優先して実施しているため 

3市（岡山市、倉敷市、津山市） 

④ 保全構想の策定について記された保全管理通知が県から周知されていないた

め 

4市（下関市、山口市、長門市、美祢市） 

ⅲ）保全管理に資するための規約等（上記 2(1)③）について、各県における策定状

況は次のとおりである。 

広島県では、ため池の安全かつ適切な維持管理の実施の観点から、同県が実施

する詳細調査（耐震診断）が終了した防災重点ため池について、施設管理者に「た

め池維持管理規程」（以下「管理規程」という。）を作成、提出させている。 

管理規程では、維持管理の方法について、①日常管理、②巡視点検、③低水管理

について、その内容及び頻度を定めることとしており、詳細な内容については、別

途「ため池維持管理計画書」を作成させている。また、危機管理体制の整備につい

ては、①注意体制、②警戒体制、③非常体制の区分ごとに、処置の内容を定めると

ともに、緊急時における関係機関の連絡先（一覧）を作成させている。 

一方、岡山県及び山口県においては、保全管理通知で示されている規約や規程

は定められていない。 

ⅳ）地域特性を踏まえた保全管理に関する手引き（上記 2(1)④）について、各県に

おける作成状況は次のとおりである。 

広島県では、平成 20 年 3月に、県独自の「ため池点検マニュアル」を作成し、

市町及び施設管理者に配布している。 

山口県では、県独自のマニュアルは作成していないが、毎年実施している危険

ため池点検パトロールを実施した際、施設管理者に日常管理のポイント等を記載

した参考資料「ため池管理の留意点」を配布している。 

岡山県では、保全管理に関する手引き等は策定されていない。 

ⅴ）ため池に関する専門知識を有する技術者の育成及び技術支援（上記 2(1)⑤）に

ついて、調査対象 3県では、従来から、市町村からの要請に応じて、県の職員を市

町村やため池の現地に派遣し、自然災害によりため池が被災した場合やため池に

損傷等の異常が発生した場合の改修等について、工法や応急対策の技術的助言を

行っている。 

ⅵ）ため池保全協議会（上記 2(1)⑥）については、調査対象 3 県のいずれにおいて

も設置されていない。 

 

イ 調査対象県・市における保全管理組織の設置状況 

  上記(1)のとおり、保全管理通知において、ため池の保全管理の活動を継続的に行

うためには、関係機関が責任と役割分担を明確にしつつ、地域住民や他の組織が参

画できる保全管理体制を構築することが重要であるとされている。 

しかし、当局が調査したところ、調査対象 3 県において保全管理通知等に基づく

保全管理組織が設置されているところはなかった。 

なお、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78
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号）に基づき農林水産省から交付される多面的機能支払交付金（注）を活用して、た

め池の堤体等の草刈りや、洪水吐、取水施設の補修等のため池の維持・管理に組織的

に取り組んでいるものが、平成 28 年度において 989団体（ため池数 4,992か所）み

られた。 

（注）国土や自然環境の保全など、農業・農村がもつ農産物供給以外の多面的機能の維持・発揮

を図る地域の共同活動を支援する交付金 

 

調査対象 3 県において、保全管理組織の整備が進んでいないことについて、中国

四国農政局は、「中国地方においても、ため池が地域の資源として、今後とも保全・

機能発揮されるように、関係機関が責任と役割分担を明確にしつつ、地域住民や他

の組織が参画できる保全管理体制を構築することが重要と認識しているが、一方で、

中国地方のため池は、高齢化が進行する中山間地域に多く存在しており、農業者以

外の地域住民等も含め、ため池の保全管理の担い手確保が困難な状況にある。この

ことが、地域住民等がため池の保全管理に参画する機運が生まれにくい主な要因の

一つと考えられるものの、今後も多面的機能支払交付金などにより地域全体でため

池を保全管理する活動への支援を継続していく」としている。 

また、調査対象である 3県及び 10市からも、次のとおり、中国地方では中山間地

域にため池が多く、そのため、農業者以外の地域住民等がため池の保全管理活動に

参画することが難しく、保全管理組織の整備が進まないとの意見が聴かれた。 

（岡山県）ため池は、下流の地域への土砂流入や洪水を防ぐ機能を持っているため、

地域住民にとって利水面の受益はなくても防災面の受益はあるが、農業者以外の

地域住民に、ため池の持つ多面的機能について関心を持ってもらうことは難し

い。 

（広島県）県内のため池は山間部に多く、山間部の住民にとって、ため池は農業者の

ためのものとの意識が強く、保全管理の活動に参画するメリットが感じにくい。 

（山口県、下関市、山口市、長門市、美祢市）管内のため池は中山間地に多いことか

ら、地域住民等の非農業者が参画する保全管理組織の整備の動きは起きにくい。 

（津山市）これまでため池は受益者で管理していたが、地元以外の住民も増えてお

り、これらの住民は、ため池の保全管理に係る考え方に水利関係者や地元住民と

相違があることから、これら全てを巻き込んで管理を行うことは困難である。  

（備前市）ため池は利用者が農業者に限られているため、地元に密着した施設ではな

い。地元を巻き込んだ管理を行うのは良いことだと思うが、農業者以外の理解が

得られず、困難である。一部の地域において、地元住民がため池の草刈りを行っ

ている例はみられるが、まだ少ないのが現状である。 

（呉市）ため池が都市部にあれば、地域住民にとって親水的な機能を持つ施設との認

識が得られるかもしれないが、山間部に多くあるため、住民にとっては農家のた

めのものとの意識が強く、管理に住民が参画してもらうことは難しいのが現状で

ある。 

（尾道市）ため池を地域の資産として地域で管理してもらいたいと考えるが、地域の

資産という理解が得られず、浸透しにくい。 

 

 

図表 40 
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（福山市）地域住民にとって、ため池は河川や道路と異なり、受益者（農家）のため

の施設という認識が強い。ため池を地域で活用することがあれば、地域住民を巻

き込んで管理することは可能と考えるが、まだ「ため池の管理は受益者（農家）

でするもの」という意識が強いのが現状である。 

（東広島市）地域住民にとっては、ため池は受益者（農家）のための施設であり、そ

の管理は受益者でするものとの意識が強い。 

なお、岡山市及び倉敷市の 2 市からは、次のとおり、ため池の維持管理を市が委

嘱する委員に行わせており、そのため、保全管理組織を設立する必要性はないとの

意見が聴かれた。 

（岡山市）ため池は、地元（町内会）で管理するのが理想的と考える。農業水利土木

員と町内会が連携して、多面的機能支払交付金を活用しながら、ため池の維持

管理を行うよう、地元に対して要請している。このため、市として、保全管理組

織の設立への取組には至っていない。

（倉敷市）市が委嘱している農業土木委員が中心となって、ため池の維持管理を行

っており、管理体制に大きな不安はなく、保全管理組織を設立する必要性は乏

しい。

なお、当局が調査対象とした 120 か所のため池のうち、意見聴取を行った施設管

理者 36名から、今後のため池の保全管理活動に関する意見を聴取したところ、この

うち 7名の施設管理者から、「今後も非農業者を巻き込んで維持管理活動を行う必要

があり、そのためにも多面的機能支払交付金の制度を維持してほしい。」、「地域を巻

き込んだ保全管理体制を構築するためには、多面的機能支払交付金が重要だと思

う。」など、多面的機能支払交付金を活用しながら、非農業者の参加も得てため池の

保全管理活動を行っていくことが重要であるとする意見が聴かれた。 

(2) ため池の保全管理の実施状況

【調査結果】 

近年、集中豪雨や大規模地震が多発している中、早期にため池の異常を発見し決壊

を未然に防止するためには、日常の点検や管理を十分に行うことが重要である。 

調査対象 12 市の 120 か所（1市当たり 10か所）のため池について、保全管理状況を

現地調査したところ、このうち、20か所（全箇所数の 16.7％）のため池において、次

のとおり、保全管理が十分に行われていない状況がみられた。 

① 洪水吐に関するもの

洪水吐の流下能力を低下させる設置物等がみられるもの 8事例

② 堤体に関するもの

ⅰ）堤体ののり面に窪みや崩落がみられるもの 2事例 

ⅱ）堤体ののり面に水の滲出がみられるもの 2事例 

ⅲ）堤体ののり面等に樹木及び雑草が繁茂しているもの 6事例 

③ 取水施設に関するもの

図表 41 

図表 42 

図表 43 
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ⅰ）取水施設の操作ハンドルが施錠されていないもの 3事例 

ⅱ）斜樋に泥が堆積して雑草が生えているもの 1事例 

④ その他

ⅰ）ため池内に釣り座が設置されているもの 2事例 

ⅱ）ため池の集水域の地山の斜面が浸食により崩れているもの 1事例 

ⅲ）洪水吐下流の排水路上に崩れた岩石があるもの 1事例 

上記のとおり、調査対象 3県及び 12 市におけるため池の保全管理体制整備の取組状況

をみると、農林水産省から保全管理通知により都道府県及び市町村に取組が要請されて

いる各事項について、十分な取組が行われているとは言えない。 

しかし、中国地方 3県は全国でも有数のため池が多い県であること（広島県 19,609か

所（全国第 2 位）、山口県 9,995 か所（同 5 位）、岡山県 9,754 か所（同 6 位））、また、

ため池の多くが中山間地域に所在すること等を考慮すると、各県及び市の多くにおいて、

農業者以外の地域住民が参画した保全管理の取組は容易でなく、老朽化したため池の改

修等の防災対策に優先して取り組んでいるとしていることも理解できる。 

【所見】 

中国四国農政局は、ため池の適切な保全管理を推進する観点から、次の措置を講じる

必要がある。 

① 保全管理通知で要請しているため池の保全管理に係る事項について、県及び市町村

において現状を上回る取組が可能となるよう、参考となる他地域の取組事例を紹介す

るなど、地方公共団体及び施設管理者に対して、保全管理の推進に資する情報提供を

行うこと。 

② 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく多面的機能支払交付金

の活用により、非農業者の参加も得てため池の維持・管理に組織的に取り組んでいる

例が認められることから、県を通じて市町村及びため池を管理する集落に対し、同交

付金を活用したため池の保全管理について周知し、その利用の促進を図るよう助言す

ること。 

③ 県を通じて市町村及び施設管理者に対し、ため池に保全管理上の問題がないか確認

し、問題が認められる場合は改善するよう周知・助言すること。 

しゃ ひ
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3 安全対策の推進 

(1) ため池における死亡事故の発生状況

調査結果 図表番号

【制度の概要等】 

農林水産省は「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 29年 5月 8日付け 29

農振第 284 号農村振興局整備部防災課長通知。以下「安全管理通知」という。）等によ

り、農業用ため池において水難事故が発生した場合に、迅速な報告、情報収集及び事故

後のフォローアップが図られるよう、日頃から関係機関と連絡体制を強化することを、

毎年度、各地方農政局等に対して通知している。 

【調査結果】 

平成 24年度から 28年度までの 5年間について、調査対象 3県のため池における死亡

事故の発生件数を調査したところ、中国四国農政局が把握している件数は、岡山県で 5

件（5 人が死亡）、広島県で 7 件（8 人が死亡）、山口県で 1 件（1 人が死亡）の計 13 件

（14 人が死亡）となっていたが、当局が調査対象 3 県及び 12 市において同期間の発生

件数を調査したところ、広島県内において把握された死亡事故件数は 13 件(14 人が死

亡)であり、6件（6人が死亡）が中国四国農政局に報告されていなかった。 

この 6 件はすべて福山市で発生したものであり、中国四国農政局に報告されていなか

った理由は、3 件は福山市が広島県へ報告していなかったことによるもの、残る 3 件は

福山市から広島県に報告されていたものの、広島県が中国四国農政局へ報告していなか

ったものである。 

ため池における水難事故について、中国四国農政局は、市町村から各県を通じた報告

により把握し、同局では、報告された内容をもとに水難事故の傾向と対策を検討の上、

市町村及び施設管理者に対する水難事故防止対策の徹底の呼びかけを行っており、市町

村からの水難事故報告は、同局にとって重要な情報となっている。 

【所見】 

中国四国農政局は、管内の地方公共団体に対し、水難事故が発生した場合は、関係機

関において、迅速な報告、情報収集及び事故後のフォローアップを図る観点から、必要

な報告が徹底されるよう、関係機関の連絡体制を強化することについて、改めて周知す

る必要がある。 

図表 44 

図表 45
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(2) ため池の安全対策の実施状況

調査結果 図表番号

ア 安全対策の実施状況

【制度の概要等】 

農林水産省は、安全管理通知を発出しているほか、ため池における水難事故の傾  

向とその具体的な対策事例を記載した「ため池の安全対策事例集」(平成 25年 5月 農

林水産省農村振興局防災課。）、及び事故の発生状況やため池の危険性診断のチェック

リスト例を記載した「ため池の安全管理は大丈夫？」(平成 27年 6月 農林水産省農村

振興局整備部防災課。以下｢リーフレット｣という。）を作成しており、これらをホーム

ページに掲載するとともに、県及び市町村を通じて施設管理者に配布するなど、ため

池における水難事故防止対策の徹底を求めている。 

【調査結果】 

調査対象 12 市の 120 か所（1 市当たり 10 か所）のため池について、水難事故防止

対策の実施状況を現地調査したところ、8 か所のため池において、次のとおり、水難

事故防止のための施設、設備の管理が不適切な事例がみられた。 

なお、これらのため池はいずれも近隣に住宅等が所在しているものである。 

① 進入防止柵の未施錠、転落防止柵の損壊のため、ため池に容易に近づくことが可

能であり、転落のおそれがあるもの 5事例 

② 立入禁止の注意看板が損壊、又は判読困難となっているもの  4事例

これらの事例について、関係市及び施設管理者の説明は次のとおりである。 

・ 作業のため、頻繁にため池の区域内に出入りする必要があり、面倒なことから

進入防止柵の施錠を行わなかった。（施設管理者） 

・ 一般の人がため池に近寄ることはないと施設管理者が思い、転落防止柵の施錠

を行わなかった。（関係市） 

・ 民有のため池の水難事故防止施設・設備の管理は、施設管理者が行うべきもの

であり、また、損壊等の連絡がなく市では把握していなかった。（関係市） 

イ 安全管理通知等の配布状況

【制度の概要等】 

中国四国農政局は、「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 29 年 5 月 15

日付け 29中振第 370 号中国四国農政局農村振興部長通知）により、上記「ア 安全対

策の実施状況」に記載の安全管理通知を各県に発出して、県内の施設管理者に対する

周知を要請しているほか、リーフレットについても「ア 安全対策の実施状況」に記

載のとおり、県及び市町村を通じて施設管理者に配布することを求めている。 

【調査結果】 

調査対象 12市のうち 10 市（注）において、市から施設管理者に対する安全管理通

知及びリーフレットの配布状況を調査したところ、次のとおり、適切な配布が行われ

ていない状況が認められた。 

図表 46

図表 47

図表 48

図表 49

図表 50

図表 51 

図表 52 
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（注）残る 2 市は岡山市と倉敷市であり、両市ではため池の施設管理及び水難事故防止対策を市が

行っているため、市から施設管理者に対する安全管理通知等の配布は行われていない。 

（備前市、福山市、山口市、美祢市）安全管理通知及びリーフレットのどちらも配布

していない。 

（呉市）リーフレットのみを、重要ため池と総貯水量 1,000 ㎥以上のため池の施設管

理者に限定して配布している。 

（東広島市）リーフレットのみを、一斉点検及び地震発生後の緊急点検を実施したた

め池の施設管理者に限定して配布している。 

（津山市）リーフレットのみを配布している。 

（長門市）安全管理通知及びリーフレットのどちらも、危険ため池及び大規模ため池

の施設管理者に限定して配布している。 

【所見】 

  中国四国農政局は、ため池における安全対策を推進する観点から、次の措置を講じ

る必要がある。 

① 県を通じて市町村及び施設管理者に対し、水難事故防止のための施設、設備に問

題がないか確認し、問題が認められる場合は改善するよう周知・助言すること。 

② 施設管理者の水難事故防止に係る意識の啓発を図るため、県及び市町村を通じた

施設管理者に対する安全管理通知等の配布が適切に行われるよう、管内の地方公共

団体に対して助言すること。 
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4 「ドローン等の先端機器を活用したため池の保全管理状況調査」

調査結果 図表番号

【調査結果】 

当局では、調査を実施するに当たり、事前にいくつかのため池を現地に視察した。そ

の際、堤体部分の保全管理状況の把握は多くのため池において概ね可能であったが、た

め池が中山間地域に設置されている場合は、ため池の周囲の地形及び自然環境により管

理用道路が設置されていない場合も多く、そのため、職員の歩行が可能な範囲から、た

め池全体の保全管理状況を目視で十分に把握することが困難な箇所があった。 

そこで、本調査の実施時に、これにどのように対応するかを検討していたところ、小

型無人航空機（以下「ドローン」という。）や熱赤外線カメラといった先端機器を活用

し、ため池などの農業用水利施設の保全管理技術を研究している研究者（公立大学法人

秋田県立大学 生物資源科学部 永吉武志准教授）がいることを把握した。 

ドローンは、現在、測量や大規模構造物の保全管理状況の把握等に使用されているほ

か、地方公共団体においても、災害発生現場における状況把握や情報収集等に使用され

るなど、その活用範囲は大きく広がっている。 

そこで、当局では、①ため池が中山間地域に多く所在しており、ため池周辺が林や草

木に被われて、ため池全体の状況を容易に把握することが困難な地形であることが多い

こと、②農家の減少や農業者の高齢化等により、ため池の保全管理が困難となってきて

いる状況にあること、③このような状況を踏まえて、ため池の保全管理にドローンなど

の先端機器を活用する技術を研究している研究者がいることを把握したことから（当局

が情報収集したところでは、ドローンを活用した空撮によるため池の保全管理技術を研

究している者は、同研究者以外にみられない。）、本調査におけるため池の保全管理状況

の詳細な調査を可能とするため、同研究者の協力を得て、本調査にドローンほかの先端

機器を使用することとした。 

ドローン等の先端機器を使用した調査は、研究者の協力を得られる日程を考慮し、当

局が広島県内で現地調査を実施した 40 か所のため池の中から、職員が目視で保全管理

状況を十分把握することができなかったため池を 12 か所に絞って改めて現地調査を実

施した。なお、機器の使用は、当局の指示のもと、研究者において行った。 

ドローンは、これを上空に飛ばした映像によりため池周辺の状況を把握するととも

に、ため池の内側斜面に近接してドローンを飛ばすことにより撮影した映像でため池と

周囲の集水域の地山部等の状況を把握した。 

また、ため池の堤体等において漏水の可能性がある箇所について、熱赤外線カメラを

使用して漏水の有無を把握した。 

(1) 先端機器を使用した調査結果

① ドローンの活用

12か所のため池においてドローンを活用した調査を実施した結果、3か所（いず

れも防災重点ため池）のため池において、当局職員の目視による現地調査で把握す

ることができなかった箇所で、集水域内の地山の斜面が崩壊し、土砂の一部がため

池に流入している状況を把握した。 

図表 53 
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当局がドローンを活用して新たに把握した現地の状況について、3か所のため池

の施設管理者（水利組合又は土地改良区の役員）にドローンで撮影したため池の映

像（動画）を見てもらい、意見を聴取したところ、次のとおりであった。 

また、研究者の意見は次のとおりである。 

なお、各ため池が所在する市では、いずれも、これらの状況を把握していなかっ

た。 

【Ａ池】 

（施設管理者の意見） 

平成 29 年 11 月に、ため池の管理道の草刈りをしたことで現場の近くまで行く

ことが可能となり、土砂が流入していることを初めて把握した。流入している土砂

の状況からため池への影響はほとんどないと思うので、様子を見守りたい。 

ドローンの映像は鮮明で、上空からの映像は分かりやすいが、Ａ池については、

堤体からため池の全体がほぼ見渡せるので、ドローンを活用するメリットは感じな

い。 

（研究者の意見） 

斜面崩壊は小規模であるので、ため池の貯水容量等に与える影響は小さいと思わ

れるが、継続的な観察が必要である。 

【Ｂ池】 

（施設管理者の意見）  

当該箇所の土砂流入は承知していたが、近くまで行って詳しい状況を把握するこ

とができなかった。ドローンの映像により土砂流入の状況がはっきりと分かった。

映像が鮮明で、ドローンの使い勝手がいいことを考えると、ため池や畑の管理のた

めに、自治体には是非導入してほしい。映像は、ほかの水利組合の役員にも是非見

てもらう。なお、土砂の流入量は多くはないので、対応についてはしばらく様子を

見守ることとする。 

（研究者の意見） 

土砂が流入している箇所については、現状のまま放置すると、豪雨などのたびに

ため池に土砂が流入することになるため、早急に補修することが望ましい。 

【Ｃ池】 

（施設管理者の意見） 

 土砂の流入箇所の辺りは、その奥にある農地の所有者しか行かない場所で、土砂

が流入していることを承知していなかった。ドローンによる映像を見て初めて知っ

た。通常の保全管理は、斜樋の操作でため池に行った時に、堤体から見渡せる範囲

のみを確認しており、ドローンで離れた場所から手元で確認しながら点検できるの

であれば管理も楽だし、ドローンの操縦が可能かという問題はあるが、ため池の管

理にも活用できそうだと思う。ドローンによる映像はため池の様子がよく分かるの

で、土地改良区の会合でも構成員に見てもらおうと思う。なお、土砂の流入量は多

くないように見えるので、このまま様子を見ていくこととする。 

（研究者の意見） 

図表 54 





- 29 - 
 

おけるドローンの活用の可能性や有効性は分からないとしながら、災害発生時の被害

状況調査等、職員が現場に近づくことが困難な業務へドローンを活用する可能性があ

ることについて意見が聴かれた。 

なお、中国四国農政局ではドローンを 3台保有し、災害発生時における被災状況調

査等に活用している。広島県及び調査対象 4市ではドローンを保有しておらず、業務

に活用している例はない。 

 

当局では、ため池の現地調査において、職員の目視により保全管理状況を十分に把握

することが困難な箇所でドローン等の先端機器を活用して調査を実施し、その結果、い

くつかのため池で、集水域内の地山の斜面崩壊と堤体のり面から漏水が滲み出ている状

況を把握した。調査でドローン等の先端機器を活用した理由は、職員の目視による調査

では十分に保全管理状況を把握することができない箇所で詳細な調査を実施すること

にあるが、これは、ため池が中山間地域に所在していることが多く、そのため、ため池

の周囲の地形及び自然環境による影響を受けたものであり、この状況は、施設管理者が

ため池の保全管理を行う場合においても同じである。 

また、ため池の保全管理については、農家の減少や農業者の高齢化等による管理体制

の脆弱化が指摘されており、本調査によって、地域住民等も構成員とするため池の保全

管理組織の構築は困難である状況も把握した。 

この度、ドローン等の先端機器を活用して把握した映像を施設管理者に見てもらい、

意見を聴取したところ、施設管理者が把握していなかったもの、把握はしていたが詳し

い状況は分からなかったとするものもあり、ため池の保全管理にドローンが使えるので

はないかといった意見も聴かれた。 

施設管理者や市町村において、ため池の保全管理にドローン等の先端機器を活用する

か否かは、先端機器の購入費用及びため池における管理上の確認項目の重要度や実装手

法について検討が行われた上で判断されるものとなるが、当局における調査結果が、施

設管理者や市町村におけるため池の保全管理方法の検討に当たって参考となれば幸い

である。 
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図表 4 中国地方 5県におけるため池で発生した死亡事故の状況（平成 24年度～平成 28年度） 

（単位：件、人） 

年度 平成 24 25 26 27 28 計 

発生件数 5 6 2 0 1 14 

（死亡者数） （5） （7） （2） ― （1） （15） 

【県別の内訳】 

岡山県 2(2) 

広島県 2(2) 

山口県 1(1) 

岡山県 2(2) 

広島県 4(5) 

岡山県 1(1) 

広島県 1(1) 

 鳥取県 1(1) 鳥取県 1(1) 

岡山県 5(5) 

広島県 7(8) 

山口県 1(1) 

(参考) 

全 国 計 

31 

(33) 

27 

(29) 

19 

(20) 

23 

(24) 

26 

(32) 

229 

(258) 

（注）１ 農林水産省の資料に基づき当局が作成した。 

２ 調査対象 3 県（岡山県、広島県及び山口県）で発生した平成 24 年度から 26 年度までの計 13 件における事故

時の状況等については、「第 3 行政評価・監視結果」の図表 45を参照。鳥取県で発生した平成 28年度の 1件は

管理作業中の事故（平成 28年 7月）によるものである。 

 

図表 5 「国土強靱化基本計画」（平成 26年 6月 3日閣議決定）（抜粋） 

（別紙 3） 各プログラムの推進方針 

1. 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

 1－1）～ 1－4） （略） 

 1－5) 大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみなら

ず、後年度にわたり国土の脆弱性が高まる事態 

     ◯ ため池、農業水利施設等の総点検とそれを踏まえた施設の耐震化等のハード対

策とソフト対策や管理体制の強化を実施するとともに、地域コミュニティの防災・

減災力の向上に取り組む。 

 1－6） （略） 

2～6 （略） 

7. 制御不能な二次災害を発生させない 

 7－1）～ 7－3） （略） 

 7－4) ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

    ◯ 築造年代が古く、大規模地震や台風・豪雨等により決壊し下流の人家等に影響

を与えるリスクの高いため池の一斉点検を早急に完了させるとともに、その結果

に基づく対策を実施する。 

 7－5）～ 7－7） （略） 

8. （略） 
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図表 6 「農業用ため池の一斉点検の実施及びデータベースの作成について」（平成 25年 3月 29日付

け 24農振第 2656 号農村振興局整備部防災課長通知）（抜粋） 

農業用ため池の一斉点検の実施及びデータベースの作成について 

 

これまで、ため池の点検については、施設管理者などにより日常点検が行われるとともに、「農業

用ため池緊急点検の実施について（平成17年4月15日付け17農振第105号農林水産省農村振興局防災課

長通知）」に基づき、受益面積0.5㏊以上のため池を対象に全国点検が行われ、ため池緊急整備計画を

策定し、計画的なため池整備を実施してきたところである。 

しかしながら、近年、災害が激甚化し、大規模地震や豪雨等により多くのため池が被災し、東日本

大震災では決壊等により農地だけでなく下流域の住民や家屋等にも甚大な被害が発生した。 

また、平成24年10月の会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書「公共土木施設等における地

震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果について」では、ため池の耐震整備率は約4％程度

にとどまっており、耐震性が不明なものが9割以上であるとされているところである。 

このような状況の中、仮に決壊した場合に下流への影響が大きいため池については、早急に整備を

実施する他、万一の際の被害を軽減するための対策を講じることが急務となっている。 

このため、全国に約21万箇所存在するため池のうち、一定規模以上のため池を対象に、現状を把握

するための一斉点検を改めて実施し、早急に対策を講ずべきため池を把握することで、効果的・効率

的な防災・減災対策を計画的に推進することが重要である。 

ついては、以下のとおりため池の点検、情報管理及び各種計画の位置づけに係る取組について、上

記趣旨をご理解いただくとともに、貴職より管下都府県に対して、早急に点検等を実施するよう通知

されたい。また、県を通じて関係市町村等へ周知されるよう依頼されたい。 

 

記 

 

【目的】 

全国に約21万箇所存在するため池のうち、一定規模以上のため池を対象に、現状を把握するため

の一斉点検を実施し、早急に対策を講ずべきため池を把握することで、効果的・効率的な防災・減

災対策を計画的に推進する。 

 

【取組内容】 

1 警戒すべきため池の定義について 

警戒すべきため池については、別紙1（警戒ため池等の運用）に定めるとおり整理すること。都

道府県は、市町村と調整した上で、別紙1に基づき、都道府県における警戒すべきため池の定義を

整理し、様式1（警戒すべきため池の考え方）により報告すること。 

（当局注） 警戒すべきため池については、「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対

応について」（平成27年9月3日付け27農振第1295号、農村振興局整備部防災課長通知）に

より、名称が「防災重点ため池」に変更されている。 

 

2 ため池の一斉点検の実施 

別紙2（農業用ため池の一斉点検及びデータベース構築要領）及び別紙3（農業用ため池一斉点



- 33 - 
 

検実施要領）に基づき、ため池の一斉点検を実施すること。 

 

3 国と地方自治体における共通ため池データベースの構築 

都道府県は、市町村と協力し、別紙2（農業用ため池の一斉点検及びデータベース構築要領）及

び別紙4（ため池データベース構築要領）に基づきデータベースの作成・更新を行うこと。 

 

4 地域防災計画・水防計画等への位置づけ 

今後、別紙1に掲げる警戒すべきため池については、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防

止するため、地域防災計画及び水防計画に位置づけ、また、地震防災上緊急に整備すべき施設に

ついては、地震防災緊急事業5箇年計画に位置づけるなどして、防災・減災にかかる取組の推進を

図るよう努めること。 

 

【提出期限】（略） 

 

別紙1 

警戒ため池等の運用(抜粋) 

 警戒ため池等の基準 

「警戒ため池」…以下のいずれかに該当するもの。 

         ① 決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与え

るおそれがあるものであって、ハード又はソフト対策を講じる必要のあ

るもの。 

② 堤高 15m 以上であるもの。 

         ※①においては、自治体において、影響度の大きさや施設の規模（堤高 10m

以上や貯水量 10万㎥以上等）による基準を追加で設定してもよい。 

  「老朽ため池」…老朽化等に対応して計画的に整備が必要なため池。 
「重点整備ため池」…警戒ため池及び老朽ため池のうち、ハード整備の優先度が高いもの

（点検等によって優先度を設定する。） 
「監視ため池」…決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるお

それがあるものであって、ハード及びソフト対策を実施済みのもの。 
 

   (略) 

 

別紙 2 

農業用ため池一斉点検及びデータベース構築要領 

（目的） 

第 1 近年、大規模地震や豪雨等の災害により、数多くのため池が被災し、農地だけでなく下流域の

住民や家屋等に甚大な被害が発生している。 

   大規模地震や豪雨等の自然災害による被災を未然に防止するため、一斉点検を通じて施設の現

状を把握するとともに決壊の危険度や周辺への影響度を改めて確認し、今後のため池の効率的か

つ重点的な防災・減災対策の実施に資するものである。 
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（対象） 

第 2 一斉点検及びデータベース構築対象とするため池は基本的に受益面積 0.5 ㏊以上のため池（旧

農業用ため池であって、今後防災・減災対策の検討又は実施が必要と想定されるものを含む。）と

する。 

   なお、点検はため池の規模等に応じて段階的に行うものとし、⑴及び⑵を優先的に実施するこ

ととする。 

  ⑴ 警戒すべきため池 

   ① 決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるおそれがあるもの 

   ② 堤高 15m以上であるもの 

  ⑵ 受益面積 2㏊以上のため池 

    受益面積が 2㏊以上のため池（⑴のため池を除く） 

  ⑶ 受益面積 0.5 ㏊以上のため池 

受益面積が 0.5 ㏊以上又は 0.5 ㏊未満であっても点検を要すると思われるため池（⑴及び⑵

を除く） 

 

（とりまとめ方法） 

第 3 別に定める農業用ため池一斉点検実施要領に基づき実施し、点検結果を様式 2 の「ため池一斉

点検（地震）」及び「ため池一斉点検（豪雨）」を記入するとともに、ため池データベース構築要

領に基づき様式 2の「ため池データベース」を記入する。個別の点検結果の判定は、様式 3及び

4 により実施する。市町村別の集計表のとりまとめは都道府県が行い、都道府県別の集計表のと

りまとめは地方農政局（北海道にあっては北海道、沖縄県にあっては沖縄総合事務局とする。以

下同じ。）が行うものとする。 

なお、点検の実施及びため池データベースの構築にあたっては、都道府県と市町村において調

整した上で、適宜協力して実施するものとする。 

 

（実施期間・報告期限） 

第 4 実施期間・報告期限（農政局への報告）の目安は次の⑴から⑶のとおりとし、データベース及び

点検結果の報告は電子データによるものとする。 

⑴ 警戒すべきため池 

  点検期間：平成 25年 4月上旬から平成 25年 12月下旬まで（約 9ヶ月） 

  報告期限：平成 26 年 2 月中旬。ただし、堤高 15ｍ以上かつ受益面積 500 ㏊以上のため池に

あっては 6月末。 

⑵ 受益面積 2㏊以上のため池 

  点検期間：警戒すべきため池点検後から適宜実施 

  報告期限：平成 26年 2月中旬 

⑶ 受益面積 0.5 ㏊以上のため池 

  点検期間：⑴及び⑵点検後から適宜実施 

報告期限：平成 26年 11月末（予定） 
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第 5～7（略） 

 

別紙 3 

農業用ため池一斉点検実施要領（略） 

 

 

別紙 4 

ため池データベース構築要領 未定稿 

1 目的 

  全国のため池は、都道府県や市町村において、「ため池台帳」などにより各自治体が整理されてき

ていたが、近年多発する災害に備えて緊急時において早急な対応を行うため、国、県、市町村が情

報を共有しておく必要がある。また、大規模災害などに対応する施策を検討するためにも情報を共

有化する必要がある。 

  このため、本要領により情報項目、更新頻度及び様式を定めるものである。 

 

2 更新頻度と情報内容 

更新する頻度及び国への報告の内容については以下を基本とする。なお、都道府県の更新頻度は

悉皆調査を行う頻度では無く、変更内容を更新する頻度である。 

警戒ため池は、変更が判明した時点で、随時、都道府県のデータを更新するものとし、必要に応

じて地方自治体におけるため池の改修計画等に反映させるものとする。 

下表に示す把握する情報及び頻度は、最低限な情報や頻度を定めたもので、それ以上の情報を把

握することや頻度とすることを妨げるものではない。 

 

分 類 把握する情報 県の更新頻度 国への報告 国への報告頻度 

①警戒ため池 登録情報 随時 登録情報 １回/年 

②2 ㏊以上 登録情報 １回/年 基本諸元 １回/年 

登録情報 １回/5年 

③0.5㏊以上 基本諸元 １回/5年 基本諸元 １回/5年 

④その他 基本諸元 必要に応じて － － 

   

3～4 （略） 

 

（注） 上記別紙 4の「ため池データベース構築要領」に記載されている「基本諸元」とは、ため池の名称、所在地、

施設管理者、築造年、形式、堤高、堤頂長、かんがい受益面積などとなっており、「登録情報」とは、ため池の洪

水吐諸元、設計洪水量、取水口諸元、底樋諸元、改修歴、被害想定などとなっている。 
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図表 7 「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 26 年 8 月 29 日付け 26

農振第 1228 号農村振興局整備部防災課長通知） 

農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について 

 

平成 25年度、26 年度の 2か年で全国のため池の一斉点検を実施しているところである。 

この度、平成 25 年度に実施した一斉点検について全国集計した結果、調査完了数 46,107か所のう

ち、防災重点ため池について 2,056か所が「より詳細な調査を要する」と評価された。 

ついては、「より詳細な調査を要する」と判定されたため池については、早急に詳細な調査を実施

するよう、貴職から貴局管内の県に対して通知されたい。 

詳細な調査の結果、整備が必要とされたため池については、監視・管理体制の強化を図るとともに、

ハード対策とハザードマップ作成等のソフト対策を組み合わせて防災・減災対策を実施するよう、県

を通じて、関係市町村等へ周知されるよう依頼されたい。 

 

記 

 
1 点検中、異常を認めたため池については、速やかに監視体制を強化するなど、必要な措置を講

じること。 

 

2 「より詳細な調査を要する」とされたため池は、市町村や施設管理者等に対して点検結果を説

明するとともに、早急に詳細な調査を実施し、その結果を踏まえて、補助事業等の活用に向け農

村地域防災減災事業の総合計画及び推進計画を更新すること。 

 

3 ハード対策の実施に当たっては所有者との調整等、所要の時間・調整を必要とすることから、

ハード対策を実施するまでの間、対策の必要なため池についてハザードマップの作成・周知や情

報連絡体制の整備等ソフト対策の推進を図ること。特に、下流に人家や公共施設等があり、施設

が決壊した場合に影響を与えるおそれがある等の防災重点ため池については、災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）に基づく地域防災計画及び水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づく水

防計画に位置付け、公表するとともに、ハザードマップの作成や情報連絡体制の整備を行うこと。 

 

4 災害を未然に防止するため、施設管理者等と調整の上、ため池の貯水位をあらかじめ低下させ

て施設の安全度を高める、出水期等の点検頻度・項目を見直し監視・管理体制の強化を図るなど、

日常管理の向上に取り組むこと。 

 

 

 

図表 8 「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 27年 9月 3日付け 27農

振第 1295号農村振興局整備部防災課長通知） 

農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について 

 

 近年、災害が激甚化し、大規模地震や豪雨等により多くのため池が被災していることを踏まえ、平

成 25年度、26年度の 2か年で全国のため池の一斉点検を実施しているところである。 
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この度、平成 26 年度までに実施した一斉点検について全国集計した結果、調査完了数 81,171か所

のうち、下流に人家や公共施設等があり施設が決壊した場合に影響を与えるおそれがある等のため池

（以下「防災重点ため池」という。）について 2,916 か所が「より詳細な調査を要する」と評価され

た。 

ついては、下記の 1から 4までの事項に留意して、ため池に係る監視・管理体制の強化及び情報管

理に、下記の 5から 7までの事項に留意して、防災重点ため池の防災・減災対策の推進に努めるよう

貴職から貴局管内の県に対して通知されたい。 

特に、詳細な調査を実施した結果、整備が必要とされた防災重点ため池については、監視・管理体

制の強化を図るとともに、ハード対策とハザードマップ作成等のソフト対策を組み合わせて防災・減

災対策を実施するよう県を通じて関係市町村等へ周知されるよう依頼されたい。 

上記に併せて、一斉点検の結果等を踏まえ、今後の防災重点ため池の効率的かつ重点的な防災・減

災対策を早急に図るため、「ため池整備方針」（以下「整備方針」という。）の作成について下記の 8の

とおり定めたので、整備方針を作成するよう貴職から貴局管内の県に対して依頼されたい。 

 

記 

 

1. 点検中、異常を認めたため池については、速やかに監視体制を強化するなど、必要な措置を講じ

ること。 

2. 平成 26年度までに点検を完了できなかったため池については、平成 27年内の完了を目標に引き

続き点検を実施すること。 

3. 一斉点検により作成されたため池データベースについては、別紙 1に基づき、適切に更新するこ

と。 

4. 災害を未然に防止するため、施設管理者等と調整の上、ため池の貯水位をあらかじめ低下させて

施設の安全度を高める、出水期等の点検項目・頻度を見直し監視・管理体制の強化を図るなど、日

常管理の向上に取り組むこと。 

5. 防災重点ため池については、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づく地域防災計画

及び水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づく水防計画に位置付け、適切な情報提供を図るとと

もに、ハザードマップの作成や情報連絡体制の整備を行うこと。作成したハザードマップについて

は、地域住民への配布や地方公共団体のホームページへの掲載などにより関係者に周知するととも

に、防災訓練や災害学習などへの活用を図ること。 

6. 「より詳細な調査を要する」とされた防災重点ため池については、市町村や施設管理者等に対し

て点検結果を説明するとともに、早急に詳細な調査を実施し、その結果を踏まえ、補助事業等の活

用に向け農村地域防災減災事業実施要綱（平成 25年 2月 26日付農林水産事務次官依命通知）の第

6に基づき作成する農村地域防災減災総合計画及び農村地域防災減災推進計画を更新すること。 

7. ハード対策が必要な防災重点ため池については、施設の所有者及び管理者との調整等に所要の時

間を必要とする場合、ハード対策を実施するまでの間、情報連絡体制の整備等ソフト対策の推進を

図ること。ハード対策の実施に当たっては、農村地域防災減災事業等を活用して、計画的に進める

こと。 

8. 上記 5から 7までの取組を中心とした 今後の整備方針を別紙 2に基づき作成 すること。なお、

作成した整備方針については、平成 28年 2月 12日（金）までに農林水産省農村振興局整備部防災
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課まで提出すること。 

 

 

別紙 1 

ため池データベース構築要領 未定稿 

(平成 27年 8月 農林水産省農村振興局整備部防災課) 

 

1 目的 

  全国のため池は、都道府県や市町村において、「ため池台帳」などにより各地方公共団体が整理

してきていたが、近年多発する災害に備えて緊急時において早急な対応を行うため、国、県、市町

村が情報を共有しておく必要がある。また、大規模災害などに対応する施策を検討するためにも情

報を共有化する必要がある。 

  このため、本要領により情報項目、更新頻度及び様式を定めるものである。 

 

2 更新頻度と情報内容 

更新する頻度及び国への報告の内容については以下を基本とする。なお、都道府県の更新頻度

は悉皆調査を行う頻度では無く、変更内容を更新する頻度である。 

防災重点ため池※は、変更が判明した時点で、随時、都道府県のデータを更新するものとし、

その都度国へ報告するとともに、必要に応じて地方公共団体におけるため池の改修計画等に反映

させるものとする。 

下表に示す把握する情報及び頻度は、最低限な情報や頻度を定めたもので、それ以上の情報を

把握することや頻度とすることを妨げるものではない。 

 

分 類 把握する情報 県の更新頻度 国への報告 国への報告頻度 

①防災重点ため池 基本諸元 随時 基本諸元 随時 

かつ 1回/年 登録情報 登録情報 

②2 ㏊以上 基本諸元 １回/年 基本諸元 １回/年 

登録情報 登録情報 １回/5年 

③0.5㏊以上 基本諸元 １回/5年 基本諸元 １回/5年 

④その他 基本諸元 必要に応じて － － 

  ※防災重点ため池：下流に人家や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれが

あるため池又は堤高 10m以上若しくは貯水量 10万㎥以上のため池（「農業用

ため池の一斉点検の実施及びデータベースの作成について」（平成 25年 3月

29 日付 24 農振第 2656 号）において、「警戒すべきため池」としていたも

の。） 

 

3～4 （略） 

 

別紙 2 

ため池整備方針作成要領 
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Ⅰ 目的 

   （略） 

Ⅱ 整備方針の対象及び計画期間 

  1 対象 

   以下のいずれかに該当するため池を対象とする。 

   ⑴ 受益面積 0.5㏊以上のため池 

   ⑵ 以下のいずれかのため池（以下「防災重点ため池」という。） 

    ① 下流に人家や公共施設等が存在し、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれのあるた

め池 

    ② 堤高 10ｍ以上又は貯水量 10万㎥以上のため池  

  なお、農業用ダム、防災ダム、ファームポンド及び排水用調整池に該当するものは含まない。 

  2 計画期間 

   平成 28年度から 5年間とする。 

Ⅲ 整備方針の記載要領 

  整備方針は別紙様式に以下の内容を記載することとする。 

  1 ため池の整備方針 

ため池の防災・減災対策を講じていく上での基本的な考え方を、おおむね 10 年間の地域の農

業や土地利用の見通しを示しつつ、方針として記述する。 

   方針の記述に当たっては、防災重点ため池を優先するとともに、 

    ① これまで被災の 90％は豪雨が原因であること 

② 今後 30年で 70％以上の確率で発生するおそれがある南海トラフ地震等大規模地震の発

生が懸念されていること 

を踏まえた対策の優先順位の考え方を示しつつ、特に、防災重点ため池のハード対策及びソフト

対策（ハザードマップ作成や情報連絡体制の構築など）の実施方針について記述することとする。 

また、当該県で推進すべきため池管理者による好ましい日常点検や緊急時点検の在り方につい

て記述する。 

 

（以下、略） 

 （注） アンダーラインは、当局が付したものである。 

 
 
図表 9 「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応についての補足事項」(平成 28年 1月

28日付け事務連絡、農村振興局整備部防災課課長補佐(防災班))(抜粋) 

農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応についての補足事項 

 

 平成 27年 9月 3日付 27 農振第 1295号防災課長通知「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後

の対応について」（以下「本通知」という。）に基づき、貴局管内の県におかれては、ため池に係る監

視・管理体制の強化及び情報管理、防災重点ため池の防災・減災対策の推進に努めていただいている

認識している。 

 本通知において、ため池データベースの適切な更新及びため池整備方針（以下「整備方針」という。）
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の作成を依頼しているところであるが、全国で適切に取組を進められるよう、下記のとおり補足する

ので、本内容について貴局管内の県に周知されたい。 

 また、県において、必要に応じて関係市町村等へ周知されるよう依頼されたい。 

 

記 

 

1．防災重点ため池の考え方について 
  本通知の別紙 1 及び別紙 2 において、「農業用ため池の一斉点検の実施及びデータベースの作成

について」（平成 25年 3月 29日付 24農振第 2656号）（以下「点検実施通知」という。）の「警戒す

べきため池」（決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるおそれがある

ため池又は堤高 15ｍ以上のため池）としていたものを「防災重点ため池」（下流に人家や公共施設

等があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれがあるため池又は堤高 10ｍ以上若しくは貯水

量 10万㎥以上のため池）と示したところである。 

  この規模の考え方は、警戒すべきため池の考え方における「堤高 15ｍ以上」を基本としつつも、

都道府県における防災重点ため池の設定の考え方を踏まえて新たに定めたものであり、この考え方

の適用は、本通知により平成 27 年 9月 3日以降とする。 

 

2．防災重点ため池の考え方の取扱 

  本通知の別紙 1 及び別紙 2 に記載した防災重点ため池の考え方は、国における考え方であるた

め、都道府県におけるため池データベースの更新及び整備方針の作成における「防災重点ため池」

の取扱については、都道府県において既に設定している「防災重点ため池」を対象とする。 
 
3．ため池データベースの更新項目 
  （略） 

（注） アンダーラインは、当局が付したものである。 
 

 

図表 10 「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 28 年 9 月 12 日付け

28農振第 1219号農村振興局整備部防災課長通知） 

農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について 

 

近年、大規模地震や豪雨等により多くのため池が被災していることを踏まえ、平成 25 年度から平

成 27 年度の 3 か年で全国のため池の一斉点検を実施し、都道府県別の最終結果を平成 28 年 8 月 31

日に公表したところである。 

今回の点検結果を踏まえて、耐震整備等のハード対策とハザードマップ作成等のソフト対策を推進

していくに当たっての留意事項を下記のとおり取りまとめたので、「防災重点ため池」の防災・減災対

策の推進に努めるよう貴職から貴局管内の県に対して通知されたい。また、県を通じて関係市町村等

へ周知されたい。 

 

記 
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1 一斉点検の結果について 

⑴ 一斉点検の結果、「防災重点ため池」に位置付けられたため池については、地方公共団体にお

いて災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく地域防災計画及び水防法（昭和 24 年

法律第 193 号）に基づく水防計画に位置付けるように努めるとともに、地域住民等関係者に対

し、必要な情報の提供を図ること。 

⑵ 一斉点検により作成されたため池データベースについては、県において適切に管理・更新す

ること。 

 

2 詳細調査等の実施と結果を踏まえた対応について 

⑴ 「防災重点ため池」については、詳細な調査の優先度が高いと判定されたため池を優先して詳

細調査等を進め、平成 32年度までに全ての「防災重点ため池」において必要な調査を完了する

よう努めること。また、「防災重点ため池」以外のため池についても、農業上重要な施設である

等、県等が必要であると判断するものについては、計画的に必要な調査を実施するよう努める

こと。 

⑵ 詳細調査等により対策工事が必要であるとの結果となった場合には、速やかな対策工事の実

施に努めるとともに、工事実施までの対応として、下記 3 のソフト対策の実施について特に優

先して取り組むこと。また、詳細調査等の結果に応じて必要な情報については、ため池管理者や

地域住民等への提供を図ること。 

 

3 ハザードマップ作成や監視・管理体制強化等のソフト対策について 

⑴ 地方公共団体は、全ての「防災重点ため池」において、平成 32年度までにハザードマップを

作成し、地域住民への配布や地方公共団体のホームページへの掲載などにより関係者に周知す

ること。また、作成したハザードマップは、防災訓練や災害学習などへの活用を図ること。 

⑵ 地方公共団体は、ハザードマップの作成・公表に加え、必要に応じて、監視・管理体制の強化

（災害を未然に防止するための事前の水位低下、県・市町村・施設管理者・地域住民の間の情報

連絡体制の構築、出水期等における点検項目・頻度の見直しやその強化など）等、必要な措置を

講じるよう努めること。 

 

 （注） アンダーラインは、当局が付したものである。 

 
 
図表 11 「今般の豪雨によるため池の被災を踏まえた対応について」（平成 29年 9月 22日付け 29農

振第 1265号農村振興局整備部防災課長通知） 
今般の豪雨によるため池の被災を踏まえた対応について 

 

 近年の豪雨や大規模地震等により多くのため池が被災し、大きな被害が生じていることを踏まえ、

平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 か年で全国のため池の一斉点検を実施し、下流に住宅や公共施

設等があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれのあるため池を「防災重点ため池」としてと

りまとめ、重点的に防災・減災対策を講ずることとしたところである。しかしながら、今般の梅雨前
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線及び台風 3号の豪雨により、多くのため池が決壊し、「防災重点ため池」に選定されていないため池

においても、下流の住宅等への被害が確認されることになった。 

 このような状況を踏まえ、下記の事項に留意するよう貴職から貴局管内の県に対して周知されたい。 

 

記 

 

1 今般の豪雨によるため池の被災状況等を踏まえ、施設が決壊した場合に下流の住宅等に影響を与

えるおそれのあるため池を再度確認の上、新たに「防災重点ため池」に位置付けるなど、適切に対

応すること。新たな位置付けをする場合には、理由を付して当省に相談すること。 

 

2 「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」（平成 29年５月 18日付け農村振興局整備

部防災課長事務連絡）に基づき、引き続き「防災重点ため池」を中心にため池の災害防止対策の徹

底を図ること。 

 

3 「農業用ため池の一斉点検結果を踏まえた今後の対応について」（平成 28 年 9 月 12 日付け 28 農

振第 1219号農村振興局整備部防災課長通知）に基づき、地域住民等関係者に対して「防災重点ため

池」に関する情報提供を図るなど、引き続き適切に対応すること。 
 （注） アンダーラインは、当局が付したものである。 

 
 
図表 12 防災重点ため池の選定状況（山口県） 

1 防災重点ため池の定義と設定基準について 
  山口県の防災重点ため池の定義は、次のとおり、「老朽化したため池で、ため池が決壊した場合、

下流の人家 1戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶ恐れがある「危険ため池」」又は「堤高 15

ｍ以上のため池」である。 
 

【山口県ため池整備方針（平成 28年 11月 21日）】 

以下のいずれかに該当するため池を「防災重点ため池」と位置づけ、重点的に防災・減災対策を講じる。 

① 老朽化したため池で、ため池が決壊した場合、下流の人家１戸以上又は重要な公共施設に直接被害

が及ぶ恐れがある「危険ため池」 

② 堤高 15ｍ以上のため池 
 
  このうち、「危険ため池」については、山口県地域防災計画において、その設定基準が次のとおり

規定されており、老朽化したため池であって、早期に補強等を必要とするもので、ため池が決壊し

た場合、人家 1 戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがあるものを「危険ため池」と

することとしている。 
 

【「危険ため池」の設定の基準（山口県地域防災計画本編第２編Ｐ2－4－4）】 

 ⑴ 設定の基準 

   老朽化したため池であって、次のいずれか１つ以上に該当し、早期に補強等を必要とするものでため

池が決壊した場合、人家 1戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがあるもの。 

  ア 堤体の老朽化及び断面不足（堤体等からの漏水、余裕高不足、天端幅不足、法面勾配不安定、法
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面浸食） 

イ 取水施設の老朽化（斜樋及び底樋の破損又は漏水） 

  ウ 余水吐の老朽化及び断面不足（破損又は断面不足） 

 ⑵ 設定の状況 

   ため池の実態調査により、危険ため池と判定されたもの及びため池整備事業等で継続実施中のもの

を設定している。 
 
  また、個別の危険ため池の選定は、各市町が行っており、危険ため池に指定することとしたため

池は、市町の地域防災計画に掲載するとともに、県、市町、ため池管理者等により、順次、改修等、

決壊等の被災リスクの解消に向けたハード対策等の検討が開始される。また、危険ため池に指定さ

れている間、毎年度、緊急時の連絡体制の整備・更新が行われるほか、山口県、市町、ため池管理

者など関係者等による「危険ため池に係る防災点検」（危険ため池点検パトロール）が行われるなど

のソフト対策も講じることとしている。 
改修等が完了し、決壊等による被災リスクが低減した危険ため池は、その指定が解除される（改

修等が終了した翌年度は、危険ため池に指定されない。）。山口県は、毎年度 3 月頃に、各農林事務

所経由で各市町に対し、翌年度の危険ため池の対象ため池について文書照会しており、その報告に

基づき、危険ため池の見直しをしている。 

危険ため池の指定(見直し)状況は、次表のとおりで、毎年度、10 か所から 40 か所弱の新規指定

と解除がある。 

 

表 山口県の「危険ため池」の指定状況                  (単位:か所) 

 
   
 
 
 
 
2 防災重点ため池の選定状況について 

 山口県における防災重点ため池は、この危険ため池のうち「平成 27年度に指定していた危険ため

池」107 か所及び「堤高 15m 以上のため池」33か所（注）の計 140か所としている。 

    （注）山口県内には、堤高 15m以上のため池が 34ヶ所あるが、このうち 1か所は、平成 27年度に危険ため

池に指定されており「危険ため池」として分類されている。 

 

区分 平成 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

危険ため池数 115 111 107 110 108 

  新規指定数 37 20 16 25 10 

 指定解除数 39 24 20 22 12 

(対前年度増減数) (△2) (△4) (△4) (3) (△2) 

 （注）当局の調査結果に基づき作成した。 

 

図表 13 農業用ため池の機能を廃止したため池を防災重点ため池に位置付けている例(山口県) 

ため池名 ため池の状態等 

ａ池(山口市) 平成 26 年度～27 年度に堤体を切開し、農業用ため池の機能を廃止しているが、平

成 29年 4月 1日現在、防災重点ため池に位置付けられている。 

ｂ池(長門市) 平成 27 年度に堤体を切開し、水を抜き、農業用ため池の機能を廃止しているが、

平成 29 年 4月 1日現在、防災重点ため池に位置付けられている。 

（注）当局の調査結果に基づき作成した。 
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図表 14 広島県の重要ため池の選定経緯等 

1 防災重点ため池の定義 

  広島県は、防災重点ため池の定義を、次のとおりとしており、広島県が地域防災計画において｢重

要ため池（農業用）｣としているため池を防災重点ため池としている。 

  ① 広島県地域防災計画（平成 28 年 5 月修正、広島県防災会議）に位置付けられているため池

を防災重点ため池と位置付ける（注）。 

     （注）広島県が中国四国農政局に提出した農村地域防災減災事業総合計画の「広島県ため池整備方針」

による。 

  ② 広島県地域防災計画に位置付けられているため池は、同地域防災計画の附属資料「4 重要

ため池（農業用）の状況」において「重要ため池とは、破堤時に人家及び公共施設に被害が想

定される総貯水量 1,000㎥以上の農業用ため池」と規定している。 

 

2 防災重点ため池の選定の経緯等 

  広島県における防災重点ため池の選定経緯等は、次のとおりである。 

① 昭和 55年から 57 年にかけて、広島県内の全てのため池を対象として「ため池調査」を実施。 

  ② 昭和 61 年、広島県地域防災計画の附属資料に「破堤時の被害予想戸数が 50 戸以上の農業用

ため池｣を重要ため池（農業用）として掲載。 

    重要ため池（農業用）は、279か所（昭和 61年１月 20日現在） 

  ③ 平成 12 年から 13年にかけて、貯水量 1,000 ㎥以上のため池を対象として｢ため池調査｣を実

施。 

  ④ 平成 15年、広島県地域防災計画の附属資料に「破堤時に人家及び公共施設に被害が想定され

る農業用ため池｣を重要ため池（農業用）として掲載。 

    重要ため池（農業用）は、505 か所（平成 15年 12月 1日現在） 

  ⑤ 平成 26年から 27年にかけて、貯水量 1,000 ㎥以上又は受益面積 0.5ha 以上のため池を対象

として｢ため池一斉点検｣を実施。 

  ⑥ 平成 28年、地域防災計画において、「重要ため池（農業用）」としているため池を防災重点た

め池とした 

⑦ なお、広島県地域防災計画の附属資料に掲載されている防災重点ため池(重要ため池（農業

用）)は、503か所（平成 29年 4月 1日現在） 

 

3 防災重点ため池の選定方法 

  広島県は、「防災重点ため池とした重要ため池については、決壊時における下流域の人家等への

影響度等を基本として、広島県と市町が協議の上選定している。」と説明している。 

 

4 防災重点ため池の見直しに関する意見 

  広島県は、防災重点ため池の今後の見直し方針について、「平成 15年の重要ため池（農業用）の

見直し以降、大きな見直しを行っていない。しかし、ため池周辺の人家等の状況の環境も変わって

おり、また 25 年度から 27 年度に一斉点検も実施したことから、これも踏まえた防災重点ため池の

見直しが必要かもしれないと考えている。」と説明している。 

 （注）広島県の説明等に基づき、当局が作成した。 
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図表 15 広島県の調査対象 4市における防災重点ため池（重要ため池）の選定方法等 

市名 防災重点ため池（重要ため池）の選定方法等 
呉市 
 

 呉市の 26 か所の防災重点ため池は、重要ため池として「貯水量が 1,000㎥以上で決壊時

に下流の人家等に影響があるため池」という基準で、広島県と協議した上で選定している

が、市内の多く(93 か所(注 1))の「貯水量が 1,000 ㎥以上で決壊時に下流の人家等に影響

があるため池」の中から 26か所を重要ため池としてどのように選定したかについては、当

時の経緯や個別事情等に関する資料が残っておらず、説明ができない。以前（時期は不明）

からの重要ため池を引き継いでおり、呉市の合併前の旧市町村が重要ため池としていたも

のを引き継いでいるものもあり、農業水利上重要なため池を選定しているものもあるかも

しれない。 

 重要ため池の選定に当たって、ため池の諸元（貯水量、堤高等）、受益面積・戸数や被害

想定などの客観的データを使用したかどうかも分からない。 

 平成 22年度～23年度に実施した緊急点検時には、現在の 26か所のため池と同じため池

が重要ため池となっており、その後平成 29年 4月 1日まで（注 2）変更はしていない。 

 （注 1）93 か所は、当局がため池データベースにより、貯水量が 1,000 ㎥以上で、かつ被害想定が１戸

以上のため池を検索した結果である。 

（注 2）呉市は、平成 29年 4月 1日現在で、農業利水をしていないため池３か所を重要ため池から削除

し、新たに 3か所のため池を重要ため池に追加している。呉市は、新たに追加した 3か所のため池

の選定方法について、平成 22 年度に実施した「広島県ため池緊急点検調査」の結果で、全市内で

最も危険度・影響度の合計点数が高い上位 3つのため池を選定したとしている。 
尾道市 尾道市の 60 か所の防災重点ため池は、平成 16年度～17年度頃の尾道市の市町村合併時

に、合併前の旧市町村が定めていた重要ため池を掲上している。県の重要ため池とするに

あたっては、当時、県と協議しているはずである。 

旧市町村における防災重点ため池(重要ため池)の選定は、決壊時に下流に影響があるも

のを選定していると思うが、具体的にどのような基準で選定しているのか承知していない。 

現在の 60か所の重要ため池は、少なくとも平成 20年 3月以降は、平成 29年 4月 1日ま

で変更していない（注）。 

（注）平成 29 年 4 月 1 日付で、農業用ため池に該当しないダム 3 か所を重要ため池から削除し、新た

に貯水量が多く下流域への影響があるもの 3か所を新たに追加した。 
福山市 
 

福山市の 175 か所の防災重点ため池は、平成 16 年度～17 年度頃の福山市の市町村合併

時に、合併前の旧市町村が定めていた重要ため池を掲上している。旧市町村における重要

ため池の選定は、決壊時に下流に影響があるものを選定するなど旧市町村の考えがあった

と思うが、よく承知していない。 

現在の 175 か所の防災重点ため池（重要ため池）は、平成 28 年度末まで 10 年以上前か

ら変更していなかった（注）。 

（注）平成 29年 4月 1日付で、受益がなくなったもの等 17か所を防災重点ため池（重要ため池）を削

除し、新たに貯水量が多く下流域への影響があるもの 17か所を新たに追加した。 

しかし、現在の防災重点ため池（重要ため池）の選定に当たっては、貯水量などのため

池の規模や下流域の被害想定などが、どの程度考慮されているのか、当時の経緯や個別事

情等に関する資料が残っておらず、把握していない。 

東広島 東広島市が市の地域防災計画に位置付けている重要ため池 86か所は、全て防災重点ため
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市 池としている。 

これらの 86 か所をどのように選定したか、当時の経緯や個別事情等を示す資料が残って

おらず、把握できていないが、当初の選定時には、下流域の被害想定は検討したと思う。 

防災重点ため池（重要ため池）の見直しは、少なくとも現在の市地域防災計画の修正時

（平成 25年 2月 1日）以降、行っていない。 

重要ため池以外のため池の中には、規模や下流の人家の状況等からみて、重要ため池と

の差がないものもあるが、これらのため池が、なぜ重要ため池となっていないのか、当時

の経緯や個別事情等を示す資料が残っておらず、把握できていない。 

   （注）当局の調査結果に基づき作成した。 

 
図表 16 防災重点ため池に比べ下流域への影響度が高いと見られるため池の例（広島県） 

市名 防災重点ため池に比べ下流域への影響度が高いと見られるため池の例及び市の意見 
呉市 

 
 呉市では、防災重点ため池（Ａ表）に比べ、堤高、貯水量及び被害想定が防災重点ため

池を上回っているにもかかわらず、防災重点ため池とされていないため池（Ｂ表）が認め

られる。 
 
表Ａ【防災重点ため池】 

 （堤高、貯水量、被害想定が少ないため池の例） 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 

戸数 人口 
ｃ池 3.9ｍ 2.9千㎥ 1戸 2人 

d池 4.4ｍ 10.5千㎥ 4戸 9人 

（注）ため池テータベースにより作成。 

 
表Ｂ【防災重点ため池以外のため池】 

  (上記Ａ表の防災重点ため池より、堤高、貯水量、被害想定が大きいため池の例) 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 

戸数 人口 
ｅ池 10.7ｍ 16.5千㎥ 25戸 58人 

ｆ池 8.5ｍ 15.0千㎥ 48戸 112人 

ｇ池 6.5ｍ 9.8千㎥ 13戸 31人 

ｈ池 4.5ｍ 13.2千㎥ 18戸 42人 

（注）ため池テータベースにより作成。 
 

○ 呉市の意見 
  上表Ａに記載のため池が防災重点ため池に選定され、上表Ｂに記載のため池が防災重

点ため池に選定されていないことについて、呉市は「当時の経緯や個別事情等に関する

資料が残っておらず、指定されない理由を説明ができない。ｅ池は、堤高が 10ｍ以上で

下流に民家も相当数あるなど、重要ため池とすることについて検討したい。」としている。 
福山市 福山市では、防災重点ため池（Ａ表）に比べ、堤高、貯水量及び被害想定の全てにおい

て防災重点ため池を上回っているにもかかわらず、防災重点ため池とされていないため池
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（Ｂ表）が認められる。 
 
表Ａ【防災重点ため池】 

 （堤高、貯水量、被害想定等が少ないため池の例） 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 

戸数 人口 
ｉ池 2.9ｍ 1.2千㎥ 3戸 7人 

（注）ため池テータベースにより作成。 

 
表Ｂ【防災重点ため池以外のため池】 

  (上記Ａ表の防災重点ため池より、堤高、貯水量、被害想定が大きいため池の例) 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 

戸数 人口 
ｊ池 9.8ｍ 25.0千㎥ 11戸 28人 

ｋ池 6.8ｍ 28.3千㎥ 90戸 254人 

（注）ため池テータベースにより作成。 
 
○ 福山市の意見 

  上表Ａに記載のため池が防災重点ため池に選定され、上表Ｂに記載のため池が防災

重点ため池に選定されていないことについて、福山市は、次のとおり説明している。 
・ 上表Ｂのため池は、被害想定などからみて、重要ため池とすることについての検

討も必要である。 
・ 重要ため池以外のため池の中には、規模や被害想定が大きいものもあることから、

現在の重要ため池の見直しが必要と考えており、今後，県と協議し、見直していき

たい。 

東広島

市 
東広島市では、防災重点ため池（Ａ表）に比べ、堤高、貯水量及び被害想定の全てにお

いて防災重点ため池を上回っているにもかかわらず、防災重点ため池とされていないため

池（Ｂ表）が認められる。 
 
表Ａ【防災重点ため池】 

 （堤高、貯水量、被害想定等が少ないため池の例） 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 

戸数 人口 
ｌ池 4.0ｍ 4.4千㎥ 2戸 4人 

ｍ号 5.0ｍ 1.3千㎥ 4戸 10人 

ｎ池 3.0ｍ 3.3千㎥ 5戸 13人 

（注）ため池テータベースにより作成。 

 
表Ｂ【防災重点ため池以外のため池】 

  (上記Ａ表の防災重点ため池より、堤高、貯水量、被害想定が大きいため池の例) 
ため池名 堤高 貯水量 被害想定 
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戸数 人口 
ｏ池 10.0ｍ 30.9千㎥ 72戸 159人 

ｐ池 10.0ｍ 56.7千㎥ 29戸 73人 

ｑ池 10.0ｍ 18.4千㎥ 95戸 238人 

ｒ池 6.3ｍ 194.4千㎥ 31戸 71人 

ｓ池 7.0ｍ 24.5千㎥ 53戸 117人 

ｔ池 9.5ｍ 32.0千㎥ 163戸 409人 

（注）ため池データベースにより作成。 
 

○ 東広島市の意見 
上表Ａに記載のため池が防災重点ため池に選定され、上表Ｂに記載のため池が防災

重点ため池に選定されていないことについて、東広島市は、次のとおり説明している。 
・ 表Ｂのため池が、なぜ重要ため池に入れなかったのか、当時の経緯や個別事情等

を示す資料が残っておらず、把握できていない。重要ため池に入っていてもおかし

くないため池である。今後、市の地域防災計画への登載及び重要ため池に入れるか

どうか検討したい。 
・ 現在の重要ため池の 86か所の中には、廃止されたため池が入っているものもある

ので、次の市地域防災計画の見直しに合わせて、今年度中に重要ため池を見直して

いく方針である。 
（注）当局の調査結果に基づき作成した。 

 
図表 17 防災重点ため池の要件に該当しない防災重点ため池（広島県） 

事 

例 

1 

【ため池名称等】 
  ｕ池（尾道市） 

【尾道市の説明】 
  ｕ池は、学校の排水や敷地内の雨水等を集める調整池として利用しており、また農業用の

利水も無いため、尾道市教育委員会に所管換をしていた。このため、広島県からの照会「広

島県地域防災計画に記載する重要ため池について（照会）」（平成 24年 2月 16日付広島県東

部農林水産事務所農村整備課長発）（注）に対し、同ため池を広島県地域防災計画に記載する

重要ため池から除外する旨の報告をしたものの、現在も広島県の重要ため池（＝防災重点た

め池）となっている。 
（注）当該文書は、広島県が、広島県地域防災計画に記載する重要ため池について、状況変化等により新

たに追加又は除外するため池を、市町の担当課長に照会しているものである。 

事 

例 

2 

【ため池名称等】 
  ｖ池（尾道市） 

【尾道市の説明】 
  ｖ池は、現況のほとんどが埋め立てられ公民館敷地となっている。また貯水量は防災重点

ため池の基準の 1,000 ㎥を下回っているため、平成 20年 3月に広島県（尾三地域事務所長）

に重要ため池（＝防災重点ため池）から除外する旨の報告をしたが、現在も防災重点ため池

となっている。 
 （注）尾道市の説明に基づき、当局が作成した。 
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図表 18 県と市で防災重点ため池が相違している例（岡山県） 

倉敷市が防災重点ため池にしているため池のうち、2か所が、岡山県の防災重点ため池にされてい

ない。 

一方、倉敷市が防災重点ため池から削除したため池 2 か所が、岡山県の防災重点ため池とされて

いる。 

 

区分 ため池名 備考 

倉敷市が防災重点ため池にしているが、岡山県は防

災重点ため池にしていないため池 

ｗ池 総貯水量 10 万㎥以上で下流 1km 以内

に人家等が存在するため池である ｘ池 

倉敷市が防災重点ため池から削除したが、岡山県は 

防災重点ため池にしているため池 

ｙ池  

ｚ池  

 

（県と市で相違している理由） 

倉敷市は「岡山県から、一斉点検結果に基づく防災重点ため池の見直し結果を、平成 27年 2月末

までに報告するよう求められていたが、ｗ池及びｘ池を含む一部のため池について一斉点検が終了

しておらず、一斉点検結果に基づく防災重点ため池の見直しができなかったため、岡山県に対して、

これまで防災重点ため池であったｙ池及びｚ池を防災重点ため池として同年 2 月に報告した。平成

28年 3月に一斉点検が終了し、この結果に基づき防災重点ため池の見直しを行い、ｙ池及びｚ池を

防災重点ため池から削除し、新たにｗ池及びｘ池を防災重点ため池に追加したが、岡山県からこの

見直し結果を改めて報告するよう求められなかったことから報告しないままとなったものである。」

としている。 

 （注）当局の調査結果に基づき作成した。 
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図表 19 詳細調査（耐震診断結果）に基づく評価別の対応方針等（広島県内） 

                     （単位：か所、％） 

対応方針 健全度がやや低い（B） 健全度が低い（C） 計 
ハード対策を実施 8 9 17 (18.7%) 

ソフト対策を実施 37 37 74 (81.3%) 

計 45 46 91 (100%) 

（注）1 広島県の説明に基づき、当局が作成した。 

      2 広島県が平成 25年度から 27年度に防災重点ため池 122か所に対して実施した地震に対する詳細調査結果にお

いて、「健全度がやや低い」又は「健全度が低い」と評価されたため池 91か所について整理したものである。 

   3 対応方針は、「ハード対策を実施」は対策工事を実施する方針（実施済み、実施予定を含む。）のため池。「ソフ

ト対策を実施」はソフト対策（低水管理等）のみを実施し、対策工事を実施する方針を有していないため池であ

る。 

4 健全度の評価（「健全度がやや低い」、「健全度が低い」）は、堤防斜面の安定性及び液状化の指数を総合的に評

価した結果である。 

 
図表 20 詳細調査（耐震診断結果）に基づく評価別の対応方針等（岡山県内） 

                     （単位：か所、％） 

対応方針 健全度がやや低い（B） 健全度が低い（C） 計 
ハード対策を実施 9 10 19 (38.0%) 

ソフト対策を実施 12 19 31 (62.0%) 

計 21 29 50 (100%) 

（注）1 岡山県及び岡山県内の調査対象 4市の調査結果に基づき、当局が作成した。 

      2 平成 25年度から 28年度に防災重点ため池 58か所に対して実施した地震に対する詳細調査結果により、「やや

不健全」(安全率 1.0以上 1.2未満)又は「不健全」(安全率 1.0未満)と評価されたため池 50か所について整理

したものである。本表では、「やや不健全」を「健全度がやや低い」、「不健全」を「健全度が低い」と表記した。 

３ 対応方針は、調査時点において、「ハード対策を実施」は対策工事を実施する方針（実施済み、実施予定）の

ため池。「ソフト対策を実施」はソフト対策（低水管理等）のみを実施又は今後の対応について検討中のため池

である。 

 
図表 21 ソフト対策を選択した理由調べ(広島県内の調査対象 4市) 

                                      （単位：か所、％） 

ソフト対策を選択した理由 延べ該当ため池数 

① 対策工事費の受益者等の負担があるため 11 (27.5%) 

② 工事の期間中、休耕しなければならないため 19 (47.5%) 

③ 過去にため池に大きな被害が生じたことが無く、耐震工事の必要性に

乏しいため 

7 (17.5%) 

④ その他（従来から、豪雨対策として、低水管理を実施しているため。） 3 ( 7.5%) 

計 40 (100%) 

(注) 1 広島県内の調査対象 4市において、平成 25年度から 27年度（注）に耐震診断を実施したため池のうち、「健全

度がやや低い(B)」又は「健全度が低い(C)」と評価されたため池のうち、その対応方針がソフト対策（低水管理等）

となっているため池 39か所について、水利組合等がソフト対策を選択した理由を調査したものである。 

    （注）福山市については、平成 26年度から 27年度に耐震診断を実施したため池を対象として調査した。 

2 「ソフト対策を選択した理由」は、①対策工事費の受益者等の負担があるため、②工事の期間中、休耕しなけれ

ばならないため、③過去にため池に大きな被害が生じたことが無く、耐震工事の必要性に乏しいため、④その他か

ら複数回答を可としたものである。 
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である。 

広島県 

(県全体) 

0[  0％] ハザードマップの作成について、通知を関係市町に送付したの

が平成 28年 11月末であり、それまでの農林水産省通知は文書に

よる周知ではなく、担当者会議の資料として説明したものであっ

たこと及び関係市町の担当部署が他の業務が多忙なためか、作成

が進んでいないとしている。 

詳細調査（耐震診断）を実施したため池（広島県は全ての防災

重点ため池が該当）については、その結果を施設管理者に説明す

る際、同席した関係市町の担当にもハザードマップ作成の必要性

は伝えている。 

 呉 市 0[  0％] 平成 29 年度に新たに防災重点ため池とした 3 か所のハザード

マップ基礎図の送付を県から受けて、全ての防災重点ため池にお

けるハザードマップ基礎図が揃ってから、ハザードマップを作成

する予定としていたためとしている。 

 尾 道 市 0[  0％] 県の動向及び他の市町が作成するハザードマップを参考に、作

成を検討するとしていたためとしている。 

 福 山 市 0[  0％] 県からの作成方針が示されるのを待っていたが、その後、「国

の方針として平成 32 年度までに全ての防災重点ため池を作成す

る」との連絡を受けたが、他の市町の様子を見て検討するとして

いたためとしている。 

 東広島市 0[  0％] 担当者会議の場でハザードマップ作成の必要性を聞いていた

と思うが、他の市町の様子を見て検討するとしていたためとして

いる。 

山口県 

(県全体) 

 122[87.1％] 県から委託を受けた事業者に県農林事務所及び市町が協力し

て個々の施設管理者等と協議するなどして、ハザードマップが作

成されている。 

 下 関 市 32[88.9％] ハザードマップの作成・周知については、県農林事務所が実施

しており、市の関与は地元との日程調整などごく一部とどまって

いる。未作成の 4か所については、平成 29年度に 2か所、32年

度までに残りが作成される予定であるとしている。 

 山 口 市 11[91.7％] 対象となるため池の作成要望はしているが、未作成となってい

る。その理由として、同ため池が、平成 24 年から県指定の危険

ため池であったが、27 年度にハード整備が完了したことから危

険ため池ではないとの考えから「作成予定はない」はないとして

いる。 

 長 門 市 19[95.0％] 対象となるため池について、平成 27 年度にハード整備が完了

し、28 年度以降危険ため池ではなくなったが、29 年度中に山口

県が実施する氾濫解析(浸水想定区域図の作成)の対象となって

いることから、その結果を基に、30年度中に作成する予定として

いる。 

 美 祢 市 15[100％] （全て作成済み） 

（注）1 当局の調査結果に基づき作成した。 

   2 ハザードマップ作成数は平成 29年 3月 31日現在である。 

3 岡山市では、浸水想定区域図に地域防災計画に基づく避難場所を示した「浸水想定マップ」について、市内全

ため池 1,450か所分を作成し、同市ホームページで周知している。これについて、岡山県及び岡山市では、同市

の浸水想定マップはワークショップを開催していないため、ハザードマップではないと認識している。 

    なお、平成 29年 11月現在、岡山市では、2か所についてハザードマップを作成し、周知している。 

4 岡山県がモデル事業として作成した 1か所を除く。 
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図表 24 農村地域防災減災事業実施要領及び要領別紙 1（調査計画事業に係る運用）（平成 25年 2月 26

日付け 24農振第 2118 号農村振興局長制定）（抜粋） 

農村地域防災減災事業実施要領 

第 1  趣旨 

農村地域防災減災事業の実施に関しては、農村地域防災減災事業実施要綱（平成 25年 2月 26

日付け 24農振第 2114 号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）によるほか、この

要領によるものとする。 

第 2 定義 

（略） 

第 3 事業内容 

（略） 

 

要領別紙 1（調査計画事業に係る運用） 

第 1 趣旨 

要綱別表 1 の区分Ⅰに掲げる調査計画事業の運用については、実施要綱及び実施要領による

ほか、この運用の定めるところによる。 

第 2 事業内容 

   1～4  

    （略） 

   5 ハザードマップ作成 

災害が発生した場合において、周辺住民等へ被害を及ぼすおそれのある農業用施設に係るハ

ザードマップの作成及び作成のために必要な調査、試験及び測量等を実施するものとする。 

   6～11 

    （略） 

 第 3 事業実施主体 

    （略） 

 第 4 実施要件 

調査計画事業における事業の実施要件は、次に掲げるものとする。 

   1～3（略） 

   4 第 2の 5の事業にあっては、次に掲げる事項に該当すること。 

   （1）ハザードマップを作成した場合は、当該ハザードマップを関係住民等に周知するものとす

る。 

   （2）ハザードマップ作成に当たっては、ワークショップを開催する等により関係住民等との意

見交換を行うよう努めること。 

   5～10（略） 

 第 5 事業の実施 

   1～5（略） 

 第 6 その他 

   1～2（略） 
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図表 26 「国土強靱化アクションプラン 2016」（平成 28年 5月 24日 国土強靱化推進本部）（抜粋） 

（ため池に関する箇所のみ掲載） 

 

はじめに （略） 

 

第 1章 アクションプラン 2016の策定について （略） 

 

第 2章 プログラムごとの進捗状況 （略） 

 

第 3章 各プログラムの推進計画等 

 【個別プログラムの推進計画】 

 1．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

※1-5）大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみならず、後年

度にわたり国土の脆弱性が高まる事態 

○ ため池、農業水利施設等の総点検等を踏まえた施設の豪雨対策、耐震化等のハード対策や管

理体制の強化等のソフト対策を、制度の充実を行いつつ推進するとともに、地域コミュニティ

の防災・減災力の向上に取り組む。 

  （重要業績指標） 

【農水】決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ等ソフト対策を実施し

た割合 34％（H25）→ 46％（H27）→ 8割［H30参考値］→ 10割［H32］ 

 

第 4章 プログラム推進のための主要政策 

 9．農林水産 

  （ハード対策とソフト対策を組み合わせた災害対策等の強化） 

○ ため池は築造年代が古く災害時に下流の人家等に多大な影響を与えるリスクが高いため、決

壊時に下流の人家等に影響を与えるため池を優先して、拡充した制度も活用しつつ、ハード対

策及び、ハザードマップの作成、管理体制強化等のソフト対策を実施する。【農林水産省】 

○ 決壊すると多大な影響を与えるため池に係るハザードマップ作成や防災訓練等の実施を創

設した制度も活用しつつ推進する。【農林水産省】 

 

（注）当局が内閣官房ホームページから抜粋して、作成した。 
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図表 30 防災重点ため池の地域防災計画及び水防計画への位置付けの状況 

調査対象地方

公共団体名 
地域防災計画への位置付け 水防計画への位置付け 

 地域防災計画等における防災重点ため池の掲載漏れの状況 
岡山県 有 無 

  岡山県地域防災計画の資料編に「防災重点ため池一覧

表（平成 27 年 4月 1日現在）」を掲載している。 

岡山県内の防災重点ため池 229か所のうち、平成 27年

2 月末に防災重点ため池から削除されたため池 2 か所を

掲載しており、同時期に新たに防災重点ため池となった

ため池 2か所が掲載されていない。 

 岡山市 有 無 
倉敷市 有 
津山市 有 無 

  津山市地域防災計画の資料編（平成 29年度版）の「た

め池要改修箇所」に、老朽化等により決壊の危険性があ

るなど改修が必要なため池 134か所を掲載している。 

このため、津山市内の防災重点ため池 27 か所のうち

「ため池要改修箇所」に掲載されているため池は 7 か所

で、20 か所の防災重点ため池は改修が必要ないため池で

あるとして掲載されていない。 

備前市 有 無 
広島県 有 無 
 呉市 有 

 呉市地域防災計画の中に水防法に基づく水防計画（平成 28年 10月改定）を規定

している。水防計画の別表 1に「重要ため池（農業用）」（一覧表）として防災重点

ため池 26 か所を掲載しているが、事務ミスにより、防災重点ため池 1か所が掲載

漏れとなっており、防災重点ため池に該当しないため池 1か所が掲載されている。 

尾道市 有 無 
 尾道市地域防災計画（平成 26年 6月改定）の「ため池

崩壊危険箇所一覧表」に、破堤した場合、人家等に影響

があるため池として 612 か所のため池を掲載している。

この一覧表には尾道市内の防災重点ため池 60 か所のう

ち 55か所が掲載されているが、5か所は掲載されていな

い（理由不明）。 

福山市 有 無 
 福山市地域防災計画（平成 29年度改定）の「危険ため

池」（一覧表）において、破堤した場合、人家、公共建物

等に被害を与えるおそれがあるため池として 465 か所の

ため池を掲載しているが、福山市内の防災重点ため池
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175 か所のうち 155 か所が掲載されているが、20 か所は

掲載されていない。 

東広島市 有 

山口県 有 
 山口県地域防災計画の中に規定する水防法に基づく水防計画（平成 29年度改定）

の付表に「危険ため池一覧」として危険ため池を掲載している。 

このため、山口県内の防災重点ため池 140 か所のうち、63 か所が掲載されてい

るが、平成 29 年度に危険ため池に指定されていない防災重点ため池 77 か所は掲

載されていない。 
 下関市 有 

 下関市地域防災計画（平成 29年 1 月改定）の中に水防法に基づく水防計画を規

定しており、地域防災計画に 28年度に指定した危険ため池を掲載している。 

このため、下関市内の防災重点ため池 36か所のうち、20か所が掲載されている

が、平成 28 年度に危険ため池に指定されていない防災重点ため池 16 か所は掲載

されていない。 

山口市 有 
 山口市地域防災計画（平成 29年 9 月改定）の中に水防法に基づく水防計画を規

定しており、地域防災計画に 29年度に指定した危険ため池を掲載している。 

このため、山口市内の防災重点ため池 13 か所のうち、6 か所が掲載されている

が、平成 29年度に危険ため池に指定されていない防災重点ため池 7 か所は掲載さ

れていない。 

長門市 有 
 長門市地域防災計画（平成 28年 11月改定）の中に水防法に基づく水防計画を規

定しており、地域防災計画に、28年度に指定した危険ため池を掲載している。 

このため、長門市内の防災重点ため池 21か所のうち、11か所は掲載されている

が、平成 28 年度に危険ため池に指定されていない防災重点ため池 10 か所は掲載

されていない。 

美祢市 有 
 美祢市地域防災計画（平成 26年 3 月改定）の中に水防法に基づく水防計画を規

定しており、地域防災計画に、平成 25年度に指定した危険ため池を掲載している。 

このため、美祢市内の防災重点ため池 15か所のうち、12か所は掲載されている

が、平成 25年度に危険ため池に指定されていない防災重点ため池 3 か所は掲載さ

れていない。 

（注）1 局の調査結果に基づき作成した。 

2 地域防災計画の中に水防法に基づく水防計画を規定している県及び市については、「地域防災計画への位置付

け」欄と「水防計画への位置付け」欄の両欄を合わせて記載した。 
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図表 31 「地震後の農業用ため池緊急点検要領（案）」（平成 9 年 3 月 25 日農林水産省構造改善局整備

部防災課長制定）（抜粋） 

第 1章 総則 

 1.1 趣旨 

本要領は、地震発生後の農業用ため池の緊急点検に当たって遵守すべき事項を示すもので

ある。 

   （解説） 

被災したため池の被害の拡大を防止するとともに、余震及び降雨等による二次災害の発生

を防止するため、地震発生後の農業用ため池における緊急点検の内容、点検体制、点検後の

措置等について具体的に定めたものである。 

 

 1.2 適用範囲 

 1.2.1 対象ため池 

対象ため池は、次のいずれかに該当するため池とする。 

(1)地震防災対策特別措置法第 2 条に掲げる地震防災緊急事業五箇年計画に定められてい

る農業用ため池 

(2)地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律第 2条に掲げる地震対策緊急整備事業計画に定められている農業用ため池 

(3)災害対策基本法第 40条に掲げる都道府県地域防災計画もしくは災害対策基本法第 42条

に掲げる市町村地域防災計画に定められている農業用ため池 

(4)堤高が 10ｍ以上又は貯水量が 10万㎥以上の農業用ため池等、若しくは決壊した場合人

的被害を及ぼす恐れがある農業用ため池 

   （解説） 

    (1)～(3) (略) 

    (4)決壊した場合、下流域の人命人家等の人的被害や公共的施設に直接被害を及ぼす恐れの 

ある農業用ため池で、当該市町村長が防災上重要な施設として認めたもの。 

    (5)本要領に定めのない農業用ため池については、必要に応じて本要領を準用する。 

    (6) (4）の農業用ため池等には、堤高 15ｍ未満の農業用ダム及び河川法指定以外の箇所に 

設けられた農業用ダム及び調整池を含む。 

 

 1.2.2 対象地震 

対象地震は、ため池地点周辺の気象庁が発表する震度情報の気象庁震度階（以下「気象

庁震度階」という。）が 4（堤高が 15ｍ未満のため池にあっては 5弱）以上である地震とす

る。 

   （解説） 

堤高が 15ｍ以上のため池については、その重要度が農業用ダムと同様のものが多いことか

ら、ダムの場合と同様に気象庁震度階の震度 4以上を対象地震とする。 

ただし、堤高が 15ｍ未満のため池については、過去の地震による被災の例からみて震度 4

での被害がほとんど発生していないこと等を考慮し、気象庁震度階の震度 5弱以上を対象地

震とする。 
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緊急点検対象範囲は市町村合併（市町村の合併の特例に関する法律第 6 号平成 16 年 5 月 

26日一部改正）の前の旧市町村とすることができるが、震源地を勘案し慎重に判断するもの

とする。 

 

 1.3 緊急点検 

緊急点検は 地震発生後速やかに実施することとし、堤体、洪水吐、取水施設周辺地山等

の状況について目視による外観点検を主に、管理者又は市町村（以下「管理者等」という。）

が行うものとする。 

   （解説） 

管理者等は目視による緊急点検を主体とし、特に被害の有無、程度、緊急度に重点を置い

て点検を行うものとするが、管理者において緊急点検が困難な場合は市町村が替わって行う

ものとする。 

目視等による外観点検において、堤体に亀裂等が発見された場合は、直ちに亀裂調査を実

施するが、事前に亀裂方向に沿って除草や除雪等の措置を行ったうえ、亀裂の位置、標高、

深さ、関口幅、連続性（縦断方向、横断方向）などを克明に記録しておくものとする。 

なお、亀裂は降雨や車両等による踏み荒らしによりすぐに塞がることが多いので亀裂保存

には注意が必要である。 

また、 亀裂ヶ所には必要に応じて検知液（石灰水、メチレンブルー；石灰水の配合は水 1

～2：石灰 1で厳冬期は温水を使用）を注入し、トレンチ掘削による亀裂の調査、地質の専門

家により側壁展開図の作成、トレンチ底面での、透水試験、密度試験などの原位置試験を必

要に応じて行うものとする。これらの試験終了後は、速やかにトレンチの埋戻しを行う。 

 

第 2章 緊急点検体制 

 2.1 召集及び点検の実施 

あらかじめ作成された連絡体制に基づき、関係職員を召集するとともに対応能力を越え

るような災害が発生した場合は支援の要請等を行うものとする。 

   （解説） 

管理者等は、緊急点検の対象となる地震が発生した場合は、速やかにあらかじめ作成され

た連絡体制に基づき、関係職員を召集し、ため池の緊急点検体制を確立する。また、連絡体

制については夜間及び休日の場合を含むものとする。 

なお、必要な緊急点検体制がとれない場合等支援が必要となった場合は、市町村等に支援

の要請を行う。 

 

 2.2 役割分担 (略) 

 2.3 点検のルート及び手順 (略) 

 2.4 その他 (略) 

 

第 3章 緊急点検後の措置 

 3.1 応急措置 (略) 

 3.2 継続観測 (略) 
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 3.3 緊急点検結果の報告 

緊急点検の結果、被害が確認された場合は、別紙様式に整理の上、あらかじめ定められ

た連絡体制に基づき、地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局長（以下、「地方農政局長等」という。））にファックス等により報告するも

のとする。また、報告の時期は、緊急点検にあっては地震発生後 24時間以内に、継続観測

により異常が認められた場合は直ちに、地方農政局長等に報告するものとする。 

なお、緊急点検の結果、被害が確認されなかったため池についでも、点検したため池の

箇所数については上記により報告するものとする。 

   （解説） 

緊急点検の結果を別紙様式に整理の上、あらかじめ定められている管理者～地方農政局長

等までの連絡体制により速やかに報告するものとする。 

なお、都道府県はため池の被害の有無に関わらず、すべての対象ため池の点検結果を把握

しておくものとする。 

 

別紙様式 ため池震災点検調査表 (省略) 

 

 制  定 平成 9年 3月 25日 9-4 構造改善局整備部防災課長 

 一部改正 平成 18 年 3月 31日 17 農振第 2215号 農村振興局整備部防災課長 

 

 

図表 32 調査対象 12 市において緊急点検の対象ため池とされていないため池の状況 

○ 岡山県                                （単位：か所） 

区分 岡山市 倉敷市 津山市 備前市 計 

県が選定している緊急点検の対象ため池数 

（県のリストに掲載されているもの）  ① 
126 56 66 61  

①のうち、市が点検対象としているため池数

（市のリストに掲載されているもの）  ② 
121 56 66 61  

市が点検対象としていないため池数【Ａ】 

 ①－② 
5 0 0 0 5 

ため池データベースに掲載されているため池

のうち、点検対象ため池の選定要件に該当する

ため池で、県及び市のいずれにおいても、点検

対象としていないため池数【Ｂ】 

0 0 0 0 0 

計【Ａ＋Ｂ】 5 0 0 0 5 

 

○ 広島県                                （単位：か所） 

区分 呉市 尾道市 福山市 東広島市 計 
県が選定している緊急点検の対象ため池数 

（県のリストに掲載されているもの）  ① 
26 79 180 101  

①のうち、市が点検対象としているため池数 

（市のリストに掲載されているもの）  ② 
26 76 179 95  

市が点検対象としていないため池数【Ａ】 

 ①－② 
0 3 1 6 10 

ため池データベースに掲載されているため池

のうち、点検対象ため池の選定要件に該当する
1 3 30 2 36 
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図表 35 「ため池の保全管理体制の整備及び強化について」（平成 26 年 8 月 29 日付け 26 農振第 1229

号農村振興局整備部防災課長通知） 

ため池の保全管理体制の整備及び強化について 

 

 ため池の多くは、水利組合や集落などの農業者を主体とした組織により管理されているが、近年、

農家戸数の減少などにより保全・管理体制の脆弱化が懸念されているところである。 

 一方、近年では、集中豪雨や大規模地震が多発しており、ため池の老朽化対策や耐震対策が急務と

なっている。 

 このような状況において、ため池の防災・減災対策を講じる上では、堤体や附帯施設を必要な機能

及び規模に整備するハード対策とともに、ため池ハザードマップの作成や情報連絡体制の整備等ソフ

ト対策を総合的に実施し、併せて施設を適切に保全及び管理する活動を継続的に実施できる体制を構

築する必要がある。 

 また、保全管理の活動を継続的に行うためには、当該ため池のリスクや多面的機能の評価、施設財

産の現状を明らかにし、今後ともため池が地域の資源として保全・機能発揮されるように、関係機関

が責任と役割分担を明確にしつつ、地域住民や他の組織が参画できる保全管理体制を構築することが

重要である。 

 このため、ため池の保全管理に関する基本的な考え方、保全管理体制の整備及び強化についての基

本的考え方「ため池保全管理指針（案）」（以下「管理指針(案)」という。別添資料。）を取りまとめる

とともに、これらの取組を推進するための参考資料「ため池の保全管理体制の手引き」を作成したの

で、これらを参考に、都道府県が下記のとおり取組を推進するよう、貴職から貴局管内の県に対して、

通知されたい。また、県を通じて関係市町村等へ周知されるよう依頼されたい。 

 

記 

 

1．ため池保全管理指針と地方公共団体における保全管理方針等の策定 

全国にあるため池の多くは築造年代が古く、各々ため池は地域の実情に応じて慣行的に保全管理が

なされているところである。今後は適正な保全管理を通じて、ため池の防災減災対策や多面的機能の

維持・発揮に係る活動をより一層取り組んでいくことが重要であることから、都道府県においては、

国が策定した管理指針（案）を参考に、ため池の保全管理に関する基本的な方針を記載した「ため池

保全管理方針」の作成に取り組むように努めること。 

市町村は、都道府県が策定した管理方針と連携して、ため池の保全管理を実施していくための方針

を記載した「ため池保全構想」を策定するなど計画的な保全管理の取組に努められたい。 

 

2．ため池の保全管理に関する役割分担について 

従前、農業利用を目的として造られたため池は、社会経済情勢の変化により、地域においては、こ

れら施設が担う役割・位置付けが大きく変化しており、ため池の保全管理は農業者ばかりだけでなく、

地域住民等にも関わりのあるものとなっている。このため、保全管理に関する責務や役割を明確にす

るため、行政や施設管理者等の関係者間での話し合いの下、保全管理に資するための規約や規程を定

めるように努めること。 
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3．市町村及び施設管理者への支援について 

都道府県は、市町村及び施設管理者が行う保全管理の体制整備や活動を支援するため、国が策定し

た「ため池管理マニュアル」を活用し、地域特性を踏まえたため池の保全管理に関する手引きを作成・

活用し、地域の適切な管理、管理能力が向上する取組を推進すること。 

また、現場での適正な管理の推進にあたっては、市町村や施設管理者を技術的及び人的に支援する

ため、ため池に関する専門知識を有する技術者を育成し、現場からの要望・ニーズに応じて技術支援

できる体制を整備するように努めること。 

 

4．ため池の保全管理体制の整備及び強化について 

都道府県及び市町村は、地域におけるため池の保全管理体制の強化を推進すること。保全管理体制

の強化に当たっては、都道府県、市町村、土地改良事業連合会等で構成される取組を推進する機関を

設け、課題解決に向けた、地域の技術・経験を共有し、ため池関係者が連携・協力して体制整備を推

進していく環境づくりに努めること。 

なお、ため池の保全管理体制の整備については、農村地域防災減災事業及び農山漁村地域整備交付

金による支援やため池の保全管理活動については、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交

付金の活用を検討されたい。 

 

 

 

図表 36 「ため池保全管理指針」（案） 

「ため池保全管理指針」（案） 

第 1 目的 

  我が国では、水田を主体とする農業の営みの中で、必要な農業用水を確保するためのため池が各

地で築造され、その数は 20 万余りに達する。これらため池は、長い歴史の中で地域の人々に支えら

れ、農業生産のほか、豪雨時の洪水調整、多様な生物の生息地や地域のアメニティ空間など多面的

な機能を発揮してきた。 

  しかし、近年の農業者の減少や高齢化、農業集落の都市化や混住化により、農業者や水利組合な

ど地域住民が主体であったため池の管理の脆弱化が顕在化してきている。また、多くのため池で老

朽化が進行する一方、近年、集中豪雨や大規模地震に起因した災害が発生しており、老朽化対策や

耐震対策などため池の防災・減災対策が一層求められている。 

  本指針は、各地域において、都道府県及び市町村の行政機関、土地改良区や水利組合等の農業者

に加え、地域住民が連携して、持続的なため池の保全・管理を行っていく上での基本的な考え方を

示すものである。 

 

第 2 定義 

  防災重点ため池とは、以下いずれかの要件に該当するため池のことをいう。 

1  決壊した場合に人家や病院、学校などの重要な公共施設へ影響を与えるおそれがあるもの 

2  堤高 15m以上であるもの 

  

第 3 対象となるため池 



- 69 - 
 

  本指針の対象となる農業用ため池は、主として農業用水を確保するために築造された受益面積

0.5ha以上のものとし、昭和 31 年以降に新設された堤高 15m以上のダムを除く。 

 

第 4 関係者の役割 

  都道府県、市町村及びため池の管理者（以下、「管理者」という。）は、ため池の適切な管理を着実

に行うため、連携して以下の各号に掲げる事項に取り組むよう努めることとする。 

1  都道府県は、その管内にあるため池の施設の現状、管理者及び管理状況を把握するとともに、

市町村や管理者等が行うため池の保全・管理活動や防災・減災対策の実施などの取組に対する以

下の技術的支援を行う。 

  ⑴ ため池に関する改修・補修・管理・災害復旧・防災減災対策などの技術情報及び多面的機能

の維持・発揮のための活動事例の収集又は提供 

  ⑵ ため池の防災・減災に関する知識や経験を有する専門技術者の育成及び組織化 

2  市町村は、適切なため池の管理が行われるよう、その管内のため池の施設の現状、管理者及び

管理状況を把握するとともに、ため池の防災・減災対策の実施や多面的機能の維持・発揮のため

の活動などの管理者が行う取組を都道府県と連携して支援する。 

3  管理者は、ため池の施設機能が良好に維持され、多面的機能が維持・発揮されるよう日常管理

を徹底するとともに、豪雨や地震等の非常時には速やかに点検を行うなど監視の強化を図る。 

 

第 5 ため池に関する情報の整備 

  都道府県、市町村及び管理者は、ため池の現状を把握し、得られた情報を適正な管理に活かして

いくため、以下の各号に掲げる事項に努めることとする。 

1  都道府県は、受益面積 0.5ha 以上のため池に関する情報を整備するとともに、国が別に定める

頻度を参考に、情報の更新を行う。特に都道府県で選定した防災重点ため池については最新の情

報を把握する。 

2  都道府県は、次の各号に掲げる事項を備えたため池データベースを整備する。 

  ⑴ 名称 

 ⑵ 所在 

 ⑶ 施設所有者・管理者 

 ⑷ 諸元・構造 

 ⑸ 点検及び機能診断の結果履歴 

 ⑹ 改修・更新履歴 

  ⑺ 被災・災害復旧履歴 

  ⑻ その他別に定める事項 

3  市町村は、必要に応じて都道府県にため池の現状把握等に関して報告する。 

4  市町村は、多くのため池の築造年代が古く、共同管理されている現状に鑑み、ため池の所有権

についての情報を整理、保管する。 

 

第 6 ため池の管理 

  管理者は、ため池を良好な状態に保つため、市町村と連携・協力し、以下の各号に掲げる事項に

努めることとする。 
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1  ため池については、農業用水の確保、洪水流量の調整、洪水や地震に対する構造上の安全性の

確保など、その機能が健全に保持できるよう良好な状態に保つ。 

2  ため池の操作について、その機能が損なわれないとともに、下流の安全が確保されるよう管理

規程を定めて、必要な操作を行うものとする。また、日常点検や機能診断の結果、ため池の安全

性を確保することが難しいと判断される場合は、ため池の貯水位を下げるなど、必要な措置を講

じる。 

3  ため池の良好な管理のため、日頃からため池の周辺の状況を把握し、必要に応じて保全対策を

実施する。 

4  釣りや遊泳等が予想される場合にあっては、安全柵などの転落防止柵や危険を表示する看板を

設置するなど安全対策を講じる。 

5  豪雨、地震等が発生した場合に速やかに緊急時の連絡や緊急点検を行うための体制を整える。 

6  ため池の堤体及び地山に漏水、変形等が生じている場合にあっては速やかに必要な措置をとる。 

7  特に防災重点ため池について、日常点検・連絡体制を整え、適切に管理する。 

 

附 則 

  この指針は平成 26年 月 日より施行する。 

 

 

図表 37 「ため池の保全管理体制整備の手引き」に記載されている保全管理組織について 

第 2章 2．1 保全管理体制整備の全体像（抜粋） 

ため池は地元の農業者が主体となって管理してきましたが、施設の老朽化対策や防災対策など、技

術面で難しい課題が増えてきています。そこで、保全管理体制の整備ではため池を利用する従来の管

理組織に加えて、行政機関や地域住民などが参画する保全管理組織の構築とそれを都道府県や市町村

がサポートすることが重要です。 

 

同 2．5（保全管理組織） 

ため池は利水目的だけでなく、洪水調節や動植物の生息環境の保全など多面的機能を有している一

方で、これまでのように農業者のみで維持することは難しくなってきました。このため、ため池とい

う地域資源を再評価し、その役割・機能を維持・持続的に発展させていく場合、ため池保全の中心的

役割を果たす存在である従来の管理組織に地域住民や多様な組織が参画するなどし、地域全体で継続

的な活動を実施できる組織とする必要があります。 

① 保全管理組織は、従来の管理組織に加え、地域住民代表（自治会）、行政、学識経験者、ＮＰ

Ｏ、ＰＴＡ・児童会、技術者チーム、企業等から構成され、保全管理活動の中心的役割を担う

重要な組織です。 

② 保全管理組織では、様々な視点を持った立場の異なる者を構成員とすることでそれぞれの得

意分野で能力を発揮し、多様な意見を取り入れたため池の保全管理を進めることができます。 

③ 保全管理組織が強力なリーダーシップを発揮し、地域住民を先導していくことがため池保全

に当たって不可欠です。 
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策定の必要性や未策定による支障についても分からない。 

呉市、尾道市、

福山市、東広島

市 

広島県から保全管理方針が示されていないため。 

また、同県から保全構想の策定の指示もなかったため。 

下関市、山口

市、長門市、美

祢市 

市町村で保全構想を策定することが記された保全管理通知が山口県から周知され

ていないため。 

（注）当局の調査結果に基づき作成した。 

 

図表 39 広島県における「ため池維持管理規程」（県のホームページに掲載している作成例）（抜粋） 

○○池維持管理規程 

第 1条（定義） 

    ○○池及び各施設等の維持管理並びに災害を未然に防止するために、この規程を定め維持管

理運営を行うこととする。 

 第 2条（目的） 

    第 1条に規程する維持管理運営による災害防止と、施設の維持管理を目的とする。 

 第 3条（管理者（維持管理者）） 

    ため池、関連施設等には管理者（維持管理者）を置き、適切な維持管理を行うものとする。 

   2 管理者（維持管理者）は維持管理記録簿に記帳して、保存管理を行う。 

   3 管理者（維持管理者）の任命は関係利水者の協議により、承認を得るものとし、別途「○○

池維持管理体制表」を作成する。 

 第 4条（維持管理規程） 

    次の方法により施設の維持管理及び災害防止のための維持管理等を行うものとし、内容につ

いて、別途「○○ため池維持管理計画書」を作成する。 

項 目 内 容 頻 度 

日常管理 堤体の草刈・用排水路の泥上げ 

取水施設・洪水吐の点検 

○回／年（○月、○月） 

堤体の見回り、漏水監視 ○回／年 

低水管理 ため池栓第○孔（堤頂から○ｍ下がり）まで水位

を下げる 

期間 

○月○日～○月○日 

通年 

防災活動 防災訓練・研修会 ○回／年 

 第 5条（危機管理） 

   状況に応じた体制を整え、適切な処置を行うこととする。 

項 目 内 容 

注意体制 

 

大雨及び洪水等の気象情報により対策が必要な場合、関係利水者により協議

を行い、水位の調整等を行うこととする 

警戒体制 管理者（維持管理者）は、ため池及び関連施設に異常が認められる場合、○

○市○○課、○○市消防団に、下流域の住民へのため池状況の周知と、災害

防止のための処置を要請する。 
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非常体制 管理者（維持管理者）は、ため池及び関連施設に災害が発生し、下流域への

影響が予測される事態に至った場合、○○市○○課、○○地区○○消防署・

警察署等関係機関に、下流域の住民への避難勧告の発令等を要請する。 

（以下、略） 

 

   （別添） 

○○池維持管理体制表 

役 職 氏 名 電話番号 備 考 

代 表 

（責任者） 

   

副代表    

副代表    

維持管理点検者    

維持管理点検者    

維持管理点検者    

    

    

    

    

 

緊急時の連絡先 

関係機関 電話番号 備 考 

○○市○○部○○課   

広島県○○農林水産事務所 農村整備課   

○○地区 消防署本部   

○○警察署   

○○市消防団○○分団   

 

 

（注）広島県の資料に基づき、当局で作成した。 

 
図表 40 調査対象 3県における多面的機能支払交付金の活用状況（平成 28年度） 

（単位：団体、か所） 
県 名 岡山県 広島県 山口県 計 

組織数 318 493 178 989 

対象のため池数 1,517 2,303 1,172 4,992 

（注）1 調査対象 3県の資料に基づき、当局で作成した。 

   2 組織数は、多面的機能支払交付金を活用して、ため池の保全管理活動（堤体等の草刈りや施設の清掃、補修等）

に取り組んでいる組織を計上している。 
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図表 41 ため池の保全管理活動に非農業者の参加が必要とする施設管理者からの意見 

ため池

名 
所在市名 施設管理者からの意見の内容 

ⅰ池 岡山市 農業者の人口が減少し、非農業者の協力を得ないと維持管理は難しい状況にな

っており、保全管理体制に心配を抱いている。 

ため池や水路等の維持管理活動に非農業者が参加してもらうためには、作業の

ために必要な器具等の備品の調達をしなければならないため、これらに充てる資

金として多面的機能支払交付金を利用しているところであり、地域を巻き込んだ

保全管理体制を構築するためには、多面的機能支払交付金が重要だと思う。 

多面的機能支払交付金は、非農業者の活動にも支給されることから、恒常的な

制度にしてほしい。 

ⅱ池 岡山市 今後も非農家者を巻き込んで維持管理活動を行う必要があり、そのためにも多

面的機能支払交付金の制度を維持してほしい。 

ⅲ池 津山市 農業従事者の高齢化や減少により、管理体制が弱体化しており、今後は町内会

等を活用し、非農業者を巻き込んだ維持管理体制の構築が必要と考えている。 

ⅳ池 津山市 水利組合員の高齢化による管理体制の弱体化を危惧しており、現在は、多面的

機能支払交付金を活用して、非農家にも管理に協力してもらっているため、あま

り心配はしていない。ただし、今後 10 年、20 年後はどうなっているのかは予想

がつかず不透明である。 

ⅴ池 津山市 水利組合員の高齢化による保全管理体制の弱体化に不安を感じている。 

10年前は組合員が 75人いたが、現在は 65人で年々減少しており、また、堤体

の草刈りを行っても参加するのは 65 歳以上が中心で、60 歳代で若い方になり、

果たして 10 年後、受益者で管理ができる体制が維持できるか不安である。 

今後、多面的機能支払交付金を活用し、町内会を通じて非農家を巻き込んだ保

全管理体制の構築を目指している。 

ⅵ池 尾道市 現在のところ、地元（農業に従事していない水利組合員）の人も草刈り等に参

加するなど協力的であるが、将来的には、農家の後継者不足と高齢化で管理が難

しくなることが予想される。 

ⅶ池 尾道市 農家の後継者不足と高齢化により、今後、受益者だけで管理することは困難で

あるので、地元で管理していく必要があると考える。 

（注）当局が実施した施設管理者に対するヒアリング調査（対象者 36名）で聴取した意見である。 
 
 
図表 42 ため池の保全管理が十分に行われていない事例（一覧） 

区 分 概 要 

①洪水吐

に関する

もの 

○ 洪水吐の流下能力を低下さ

せる設置物等がみられるもの 

貯水量を増やすため、洪水吐に土のうを積んでいる。 

貯水量を増やすため、洪水吐に角落としを設置してい

る。 

洪水吐に板材を設置している。 

洪水吐に鉄製のパイプ状のものを設置している。 

洪水吐付近に流木が溜まっており、洪水吐には木製の

仕切りを設置している。 

洪水吐及び下流の水路に草木が繁茂している。 

洪水吐に用水配管を設置している。 

洪水吐にブロックを積んでいる。 

（計） 8か所（8事例） 

②堤体に

関するも

の 

ⅰ）のり面に窪みや崩落がみられ

るもの 

堤体の上流側のり面が崩落している。 

（注）本事例は、ため池が所在する市において状況を把握して

おり、対応中である。 
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図表 44 「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 29年 5月 8日付け 29農振第 284号農村振 

興局整備部防災課長通知） 

農業用ため池の安全管理の徹底について 

 

 農業用ため池の安全管理については、「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 28 年 5 月

16 日付け 28 農振第 421 号農林水産省農村振興局整備部防災課長通知）、「ため池の安全対策事例集の

配布について」（平成 25 年 5 月 15 日付け農林水産省農村振興局整備部防災課課長補佐事務連絡）な

どにより、安全点検や対策の実施、安全管理に関する啓発活動などをお願いしてきたところですが、

依然として転落等による水難事故が発生し、尊い生命が失われている状況です。 

 このため、下記により、施設管理者が水難事故の未然防止のための安全管理に万全の措置を講じる

よう、改めて貴局管内の県に周知をお願いするとともに、県を通じて関係市町村から土地改良区や水

利組合等の施設管理者に対して周知いただくようお願いします。 

 また、農業用ため池において水難事故が発生した場合には、迅速な報告、情報収集及び事故後のフ

ォローアップが図られるよう、日頃から関係機関との連絡体制を強化していただくようお願いしま

す。 

 

記 

 

1 点検の徹底等 

（1） 施設管理者は、日常から農業用ため池及びその周辺を巡視・点検し、危険箇所の有無を確認す

ること。 

（2） 施設管理者は、巡視・点検の結果、事故等の発生が懸念される場合には、安全柵、立て看板等

の安全施設の設置等により事故等を未然に防止するための対策を講じること。 

（3） 施設管理者は、既設の安全柵、立て看板等の安全施設を常に善良な状態に保つこととし、施設

の破損等を発見した場合には、早急にその修繕等の措置を講じること。 

（4） 特に、子どもや高齢者の事故が多く発生していることから、点検や対策の検討に当たっては子

どもや高齢者の視点を含めて行うこと。 

 

2 水難事故の防止対策 

（1） 施設管理者は、釣り、水遊び等の周辺住民による利用状況や動向を把握し、農業用ため池及び

その周辺に進入防止や転落防止等の安全施設の設置等の対策を講じること。 

（2） 施設管理者は、施設管理や利用状況に応じた転落防止の対策を徹底するとともに、転落した際

における致命的な事故を回避する脱出補助施設や救助設備の設置等を講じること。 

（3） 施設管理者は、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bou   

sai_saigai/b_tameike/）に掲載されている事例集等（「ため池の安全対策事例集（平成 25 年 5

月）」）、「ため池の安全管理は大丈夫?（平成 27年 6月）」）を参考に安全施設の必要性を検討する

とともに、必要に応じて農村地域防災減災事業などを活用して、水難事故の防止に必要な安全施

設を早急に整備するよう努めること。 

 

3 安全管理に関する啓発 
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図表 45 調査対象 3県のため池における死亡事故の発生状況（平成 24年度～28年度） 

県名 発生時期 市町村名 死亡者 事故時の状況 事故の把握状況の有無 
県 中国四国農政局 

岡山県 平成 25年 1月 瀬戸内市 88歳男性 不明 有 有 

平成 25年 1月 岡山市 50代男性 自動車運転 有 有 

平成 25年 8月 浅口市 67歳 自動車運転 有 有 

平成 26年 3月 津山市 9歳 徒歩 有 有 

平成 26年 7月 総社市 64歳男性 徒歩 有 有 

小計    5件（5人死亡） 

広島県 平成 24年 6月 福山市 50代男性 不明 無 無 

平成 24年 7月 三次市 32歳男性 自動車運転 有 有 

平成 24年 9月 府中市 75歳男性 徒歩 有 有 

平成 25年 7月 福山市 47歳男性 徒歩 有 有 

平成 25年 7月 福山市 50代と 60

代の男女 

徒歩 有 有 

平成 25年 7月 福山市 74歳女性 不明 有 有 

平成 25年 8月 福山市 77歳女性 不明 無 無 

平成 25年 10月 福山市 60代女性 不明 無 無 

平成 26年 2月 福山市 68歳男性 自動車運転 有 有 

平成 26年 5月 福山市 53歳男性 自動車運転 有 有 

平成 27年 7月 福山市 73歳男性 徒歩 有 無 

平成 27年 7月 福山市 88歳女性 徒歩 有 無 

平成 27年 8月 福山市 70代女性 徒歩 有 無 

    小計   13件（14人死亡） 

山口県 平成 24年 10月 山口市 70歳男性 釣り 有 有 

小計    1件（1人死亡） 

合計   19件（20 人死亡） 

（注）1 当局の調査結果に基づき作成した。 

   2 中国四国農政局はため池における水難事故発生当初は、その原因が「不明」、「自殺の可能性がある」などのよ

うに特定困難であるものについての報告も受けている。 

   3 福山市では死亡事故が 11件発生しているが、うち 2件（平成 25年 10月及び平成 27年 7月）は同じため池で

発生している。 

 

施設管理者は、事故等を未然に防止するため、当該施設の周辺の住民及び自治会、警察、消防、

学校等関係機関と緊密な連携をとり、安全管理に関する協議等を行うとともに、広報誌等による地

域住民への事故防止に関する広報活動を行うこと。     
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図表 46 「ため池の安全対策事例集」（平成 25年 5月農林水産省農村振興局防災課）（抜粋） 
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図表 47 「ため池の安全管理は大丈夫？」（平成 27年 6月農林水産省農村振興局整備部防災課） 
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図表 51 「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 27年 6月 22日付け中国四国農政局整備部 

防災課長事務連絡） 

 

1 点検の徹底等 

（1） 施設管理者は、日常から農業用ため池及びその周辺を巡視・点検し、危険箇所の有無を確認す

ること。 

（2） 施設管理者は、巡視・点検の結果、事故等の発生が懸念される場合には、安全柵、立て看板等

の安全施設の設置等により事故等を未然に防止するための対策を講じること。 

（3） 施設管理者は、既設の安全柵、立て看板等の安全施設を常に善良な状態に保つこととし、施設

の破損等を発見した場合には、早急にその修繕等の措置を講じること。 

（4） 特に、子どもや高齢者の事故が多く発生していることから、点検や対策の検討に当たっては子

どもや高齢者の視点を含めて行うこと。 

 

2 水難事故の防止対策 

（1） 施設管理者は、釣り、水遊び等の周辺住民による利用状況や動向を把握し、農業用ため池及び

その周辺に進入防止や転落防止等の安全施設の設置等の対策を講じること。 

（2） 施設管理者は、施設管理や利用状況に応じた転落防止の対策を徹底するとともに、転落した際

における致命的な事故を回避する脱出補助施設や救助設備の設置等を講じること。 

（3） 施設管理者は、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bou   

sai_saigai/b_tameike/）に掲載されている事例集等（「ため池の安全対策事例集（平成 25 年 5

月）」）、「ため池の安全管理は大丈夫?（平成 27年 6月）」）を参考に安全施設の必要性を検討する

とともに、必要に応じて農村地域防災減災事業などを活用して、水難事故の防止に必要な安全施

設を早急に整備するよう努めること。 

 

3 安全管理に関する啓発 

施設管理者は、事故等を未然に防止するため、当該施設の周辺の住民及び自治会、警察、消防、

学校等関係機関と緊密な連携をとり、安全管理に関する協議等を行うとともに、広報誌等による地

域住民への事故防止に関する広報活動を行うこと。     

農業用ため池の安全管理の徹底について 

 

このことについて、「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 27年 6月 9日付け 27中整第

446 号中国四国農政局整備部長通知）により、その重要性について貴県内の施設管理者に対して周知

いただくようお願いしたところです。 

 また、「ため池の保全・管理活動事例集の配布について」（平成 25年 6月 25日付け中国四国農政局

防災課長事務連絡）により、自治体や施設管理者がため池の保全管理活動を検討する際の参考資料と

して、貴県及び関係市町村等へ配布しているところです。 

 この度、別添「農業用ため池の安全管理の徹底について」（平成 27 年 6 月 18 日付け農村振興局防

災課課長補佐事務連絡）のとおり、ため池の安全管理により一層万全を期すことを目的としたリーフ

レット「ため池の安全管理は大丈夫?（平成 27 年 6 月）」が作成されましたので、貴県に配布いたし
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図表 52 調査対象 12 市の施設管理者に対するため池における水難事故防止に関する通知等の配布状況 

県名 

 

市名 配布の有無 配布対象 

安全管理通知 リーフレット 

岡山県 岡山市 無（注 2） 無（注 2）  

倉敷市 無（注 2） 無（注 2）  

津山市 無 有  

備前市 無 無  

広島県 呉市 無 有 重要ため池と総貯水量 1,000㎥以上のた

め池の施設管理者（90部を配布） 

尾道市 有 有 市が把握している全ため池の施設管理者

（801か所） 

福山市 無 無  

東広島市 無 有 一斉点検及び地震発生後の緊急点検対象

のため池の施設管理者（計 781か所） 

山口県 下関市 有 有 市内の 7土地改良区を通じて、各施設管

理者に配布している。 

山口市 無 無  

長門市 有 有 危険ため池及び大規模ため池（堤高 15m

以上）の施設管理者 

美祢市 無 無  

（注）1 当局の調査結果に基づき作成した。 

2 岡山市及び倉敷市は、市内全てのため池における水難事故防止対策（安全施設の設置等）を市で実施している 

ため、施設管理者への配布は行っていない。 

ます。 

 つきましては、貴県管内の関係市町村及び、土地改良区、水利組合等の施設管理者に対して配布し、

御活用いただくようお願いします。 
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代したが、その後、ため池の管理道の草刈りを行ったことにより、現

場付近で土砂が流入していることを把握したものである。それまで

は分からなかった。 

・ 当該箇所は、奥の谷から沢水が流れ込む所で、大雨で土砂も一緒に

流入したものと思うが、沢の付近が荒れている様子はなかった。 

・ 流入している土砂の量は多くないので、ため池への影響はほとんど

なく、しばらく様子を見守ることとしている。今後は、見回りの際に

できるだけ近くまで行って確認することとしたい。 

・ ドローンの映像は思ったより鮮明であり、流入した土砂の様子は、

上空からの写真だと分かりやすいと思う。 

② ため池の保全管理等にドローンを活用することについて 

・ Ｂ池について言えば、ⅰ）堤体からほぼ池の全体を見渡せ、状況が

確認できること、ⅱ）これまで、ため池の斜面の崩落等がなかったこ

とから、活用のメリットはないと思う。 

・ なお、この前テレビで、オリーブの消毒作業にドローンを使ってい

るのを見た。若い農家なら、今後、作業等でドローンを活用していく

かもしれない。 

所在する市 ① ドローンの活用により新たに把握した土砂流入箇所について 

・ 今回のドローン調査結果で初めて知った。施設管理者からの連絡も

なく、市では把握していなかった。 

・ 土砂の量も多くないようであり、貯水量の減少等、ため池への影響

は特にないと思うので、しばらく様子を見ることとなる。 

なお、土砂を除去するには、ため池の落水が必要である。 

Ｂ池 施設管理者 ① ドローンの活用により新たに把握した土砂流入箇所について 

・ 当該箇所の土砂流入は承知してはいたが、付近は藪になっているた

め、近くまで行って確認はできていなかった。ドローンの映像も鮮明

で、土砂流入の状況がはっきり分かる。 
 ・ 土砂の流入量は、それ程多くなく、すぐの対応が必要という訳では

ないので、しばらく様子を見る。 
② ため池の保全管理等にドローンを活用することについて 

 ・ ドローンにより上空からため池を見ると、水平的に見るのと比べて

違った感覚で見られて良い。ドローンによる映像は、園地調査による

航空写真と比べ、鮮明であること、状況をアップ（拡大映像）でも確

認できること、安価であることなどの点で、使い勝手が良いと思う。 
（「ドローンの映像は思った以上に鮮明ですね。」という複数回の発

言あり） 
・ みかん畑等の管理においても、近年、放任園地が増えており、藪に

覆われ近くまで行って確認できない場合もあることから、ドローン

を活用することは有効である。ため池やみかん畑の管理のためには、

個人単位で必要とまでは言えないが、是非自治体には導入してほし

い。 
 ・ 今回ドローンにより撮影されたため池の写真は、珍しく、また、た
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め池の下流の状況もよく分かるので、ため池を利用・管理している水

利組合の役員の方々にも是非見てもらう。 

所在する市 ① ドローンの活用により新たに把握した土砂流入箇所について 

・ 当該箇所の土砂流入は承知しておらず、ドローン調査結果で初めて

知った。 

・ 土砂流入箇所は水路や道路もない原野であり、土砂のため池への流

入量も貯水量に大きな影響を与えるほどではないので、しばらく経

過を観察したい。 

Ｃ池 施設管理者 ① ドローンの活用により新たに把握した土砂流入箇所について 

・ 土砂が流入していることは、今回初めて分かった。 

土砂流入箇所は、その奥にある農地（水稲、果樹、以前は椎茸を栽

培していた）の所有者しか通らない場所である。 

・ 土砂の流入量は多くないように見えることから、このまま様子を見

ていくこととする。 

② ため池の保全管理にドローンを活用することについて 

・ ドローンについては、他の地域で農薬散布に活用していることをニ

ュース等で見たことから興味はある。ため池の管理にも活用できそ

うだと思う。 

・ 自分がため池の斜樋の操作で行ったときに、そこから見渡せる箇所

（堤体、洪水吐、底樋等）を確認し、ため池の上流部は確認していな

い。もしドローンがあれば、離れた場所から、手元で確認しながら点

検できるのであれば、楽であり、良いものだと感じる。ただ、自分た

ちでも操縦が可能なのだろうか疑問である。 

・ 管理しているため池の空からの映像は初めて見た。きれいな画像で

ため池の様子がよく分かる。撮影されたドローンの映像は、来年の土

地改良区の会合の場でも構成員に見てもらいたいと思う。 

所在する市 ① ドローンの活用により新たに把握した土砂流入箇所について 

・ ドローン調査結果で初めて知ったものであり、市では把握していな

かった。 

・ 流入している土砂の量からみると、ため池の機能に影響を与えるも

のではないので、現段階ではしばらく様子を見ることになる。 

（注）１ 当局の調査結果に基づき作成した。 

２ ため池の保全管理等にドローンを活用することについての市の意見は、図表 56を参照。 
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らないが、当課に限らず、災害発生時の被害状況調査等、業務への活用の可能性はあ

ると思われる。 

・平成 29 年 11 月現在、広島県がドローンを保有して、業務に活用している例はまだ

ないとしている。 

呉市 ・急傾斜地における崩落防止のための擁壁の点検など、職員が近づくことが困難な業

務に対しては、当課に限らず、今後、ドローンを活用する可能性があると思われる。 

・ため池の保全管理におけるドローンの活用に関して言えば、ため池内における土砂

堆積の状況が分かれば、活用したいと考えている。 

・平成 29 年 11 月現在、呉市がドローンを保有して、業務に活用している例はまだな

いとしている。 

【当局注】 

① 上記の「ため池内における土砂堆積の状況」の把握について、現在のところ、

ドローンを使用して空中から把握することは困難であり、水中からの撮影・調査

が必要とのことである。（秋田県立大学 永吉准教授の説明による。） 

② 呉市内で実施したドローン等による調査（3か所全て）において、同市職員（土

木維持課農林土木室）が見学した。 

尾道市 ・ため池の保全管理におけるドローンの活用の可能性や有効性については、まだ分か

らないが、災害発生時の被害状況調査等、業務への活用の可能性はあると思われる。 

・平成 29 年 11 月現在、尾道市がドローンを保有して、業務に活用している例はまだ

ないとしている。 

福山市 ・受益者がなくなったため池についての廃止要望が地元から上がってくるが、山間部

のため池の中には、現地確認しようとしてもため池に通じる道が雑草が繁茂している

等から、ため池までたどり着くのが大変なことがある。 

現地まで行くことが困難なため池の現状を把握するには、ドローンは有効であると

思われる。 

・職員が近づくことが困難な業務に対しては、当課に限らず、今後、ドローンを活用

する可能性があると思われる。 

・平成 29 年 11 月現在、福山市がドローンを保有して、業務に活用している例はまだ

ないとしている。 

東広島市 ・ため池の保全管理におけるドローンの活用の可能性や有効性ついては、まだ分から

ないが、職員が近づくことが困難な業務に対して、ドローンを活用する可能性はある

と思われる。 

・平成 29 年 11 月現在、東広島市がドローンを保有して、業務に活用している例はま

だないとしている。 

（注）当局の調査結果に基づき作成した。 

 

 




